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平成２７年陸別町議会３月定例会会議録（第３号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成27年３月12日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 延会 平成27年３月12日 午後３時27分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 本 田 学 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 古 田 英 一 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 野 尻 秀 隆 ○

▲ 欠席を示す ５

× 不応招を示す ６ 村 松 正 敏 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 河 瀬 洋 美 ○

会議録署名議員 本 田 学 古 田 英 一

職務のため議場に 事務局長 書 記
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 金 澤 紘 一 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 ( 芳 賀 均 )

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第２０号 平成２７年度陸別町一般会計予算

３ 議案第２１号 平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
４ 議案第２２号

予算

５ 議案第２３号 平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計予算

６ 議案第２４号 平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計予算

７ 議案第２５号 平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

８ 議案第２６号 平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これより、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、１番本田議員、２番古田議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第２０号平成２７年度陸別町一般会計予算

◎日程第３ 議案第２１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計予算

◎日程第４ 議案第２２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計予算

◎日程第５ 議案第２３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計

予算

◎日程第６ 議案第２４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会

計予算

◎日程第７ 議案第２５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計予算

◎日程第８ 議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会

計予算

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 議案第２０号平成２７年度陸別町一般会計予算から日

程第８ 議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算まで、７件を一括

議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第２０号平成２７年度陸別町一般会計予算について

でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７億９,２９０万円と定め

るものでございます。

続きまして、議案第２１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算につ

いてでございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億５,２１７万５,００

０円と定めるものでございます。
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続きまして、議案第２２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

予算についてでございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億２,８９６

万４,０００円とするものでございます。

続きまして、議案第２３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計予算についてでご

ざいますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１３６万６,０００円と定め

るものでございます。

続きまして、議案第２４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計予算についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億３９６万９,０００円と定

めるものでございます。

続きまして、議案第２５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算について

でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９,０７３万円と定める

ものでございます。

続きまして、議案第２６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,１７５万円と定めるもので

ございます。

以上、議案第２０号から議案第２６号まで、７件一括提案をさせていただきたいと存じ

ます。

内容につきましては、副町長のほうから説明を申し上げます。御審議のほどをよろしく

お願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第２０号から２６号まで一括して説明をさせ

ていただきます。

まず、議案第２０号であります。

平成２７年度陸別町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、１０億円と定める。
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歳出予算の流用。

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、資料のナンバー２５をお開きください。

説明資料ナンバー２５は、平成２７年度の一般会計の各課別歳入歳出予算の資料であり

ます。

２７年度当初予算につきましては、骨格予算となっておりますが、昨年度より道と協議

をしてきている新たな事業、それらについては道の予算においても当初から計上している

ということでありますので、当町もそのようにしております。あわせて、継続的な事業、

これらについても今回予算を計上しております。

まず、２７年度での総務課の歳入歳出予算は、歳入が２６億９,３１５万３,０００円、

歳出が２１億３,３７９万９,０００円、差し引き５億５,９３５万４,０００円となってお

ります。右側の表で、歳入比較、歳出比較がございますが、２６年度との比較にします

と、歳入では３億１,６９８万８,０００円の減額、歳出では１,１２８万１,０００円の減

額となっております。

町民課につきましては、２７年度当初は３億７,５６８万９,０００円、歳出が２億２,

７９８万円で、差し引き１億４,７７０万９,０００円であります。２６年度と比較します

と、歳入で１,１９９万５,０００円の増、歳出で１,９６５万７,０００円の減額となって

おります。

保健福祉センターにつきましては、２７年度当初１億６,３６１万３,０００円、歳出が

３億３,７４５万９,０００円で、差し引き１億７,３８４万６,０００円の減額となってお

ります。比較では、歳入が２２５万９,０００円の増、歳出も１,３００万６,０００円の

増であります。

産業振興課でありますけれども、２７年度当初においては、３億４,９２０万３,０００

円、歳出では５億２,４０７万１,０００円で、差し引き１億７,４８６万８,０００円の減

額となっております。比較では、歳入で６,４４６万７,０００円の減額、歳出では１億４

３３万６,０００円の減額となっております。

建設課でありますけれども、２７年度当初では１億８,２３７万円であります。歳出が

３億５,７２９万円で、差し引き１億７,４９２万円の減額となっております。歳入比較で

は３,０３６万円の増、歳出では２,５８７万４,０００円の増であります。

教育委員会でありますけれども、歳入が２,１９０万９,０００円、歳出が１億５,４７

２万７,０００円で、１億３,２８１万８,０００円の減額であります。歳入比較では、１

億７,９０４万４,０００円の減額、歳出では４億２,３３７万５,０００円の減額です。教

育委員会の歳出の減額が大きいのは、給食センターの建設関係が２６年度にありましたの
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で、その分が大きいです。

農業委員会につきましては、２７年度当初４８６万６,０００円の歳入、歳出が７８５

万５,０００円であります。差し引き２９８万９,０００円の減額。歳入比較では１７万

６,０００円の増、歳出でも２０万７,０００円の増であります。

議会は、歳出のみでありまして３,９９３万３,０００円。差し引き３,９９３万３,００

０円の減額です。つまり、歳入がないということでありますけれども。比較しますと、歳

出で１８万６,０００円の増。

監査は、２０２万４,０００円であります。差し引き２２万８,０００円の減額。

選挙管理委員会におきましては、歳入で２０９万７,０００円、歳出が７７６万２,００

０円で、差し引き５６６万５,０００円の減額。比較、歳入では２０９万７,０００円の

増、歳出では５９９万２,０００円の増となっております。選挙管理委員会は、町長町議

選挙、それから知事道議の選挙費が増額になっている要因であります。

歳入歳出、２７年度当初では３７億９,２９０万円、同額であります。歳入の比較でい

きますと、５億１,３６１万２,０００円の減、歳出も同額であります。

下に書いてありますけれども、１点目として、歳入歳出差引額で、総務課、町民課は一

般財源的な、総務課でいきます地方交付税ですとか、国の交付金関係、それから町民課で

いけば、町税関係の収入が一般財源的なものであります。それ以外の課の部分について

は、特定財源であります。

それから、歳入の主な基金繰入金については、総務課で計上しております。

歳出におきまして、総務課で特別職・一般職員の人件費、基金積立、特別会計への繰出

金、消防費、公債費などを含む計上であります。

教育委員会においては、給食センターに係る予算を計上しております。

それでは、予算書３５ページをお開きください。

３、歳出であります。

冒頭に説明しますが、１点目は、まず報酬、給料、手当、共済費関係については、非常

勤特別職の報酬、あるいは職員の人件費については、給与費明細書が１５３ページから１

５８ページにありますので、後ほど御参照いただきたいと思います。

それから、常勤特別職と一般職の手当で、２６年度において、期末勤勉手当の、あるい

は通勤手当の改正がございましたので、手当の中ではその分が前年度より伸びている要因

となっております。これは、特別会計においても同様であります。

それから、各科目において、人件費の増減がございますが、これは２６年度中の人事異

動に伴うものでございます。

それから、需用費において、燃料費の減額、これは単価が下がっているということでの

減額。これは特別会計も含みますし、光熱水費でいえば、電気料の改正がありまして、特

別会計含めて増額になっております。

それでは、１款議会費１項議会費１目議会費。議会費においても、ことし改選期であり



― 7 ―

ますけれども、報酬から職員手当、人件費関係、次のページの旅費、交際費、需用費、１

２節の役務費、委託料、使用料及び賃借料、１９節の負担金補助及び交付金までは例年ど

おりの計上であります。

それから、２款総務費１項総務管理費１目の一般管理費。今年度２億４,７８５万６,０

００円の計上でありまして、前年度比較１１５万１,０００円の増でありますが、主な要

因としては、職員の給料で２９７万９,０００円の増、手当で１４９万２,０００円の増、

賃金で９６７万８,０００円の減額、委託料で３４１万円の増、負担金補助及び交付金で

３,５５９万４,０００円の増であります。

２節の給料、手当、共済費は、職員の人件費でありまして、３月３１日で職員１名が退

職ということになっております。

それで、資料ナンバー６２に、職員の人件費の計上の科目と職員数を記載した資料がご

ざいますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、７節の賃金で６３万３,０００円ですが、準職員１名が３月３１日付で退職

になります。その分の賃金６６８万１,０００円の減額があります。

９節の旅費、特別旅費２８万３,０００円ですが、海外研修１名と冒険・体感ｉｎ２名

分の予算については、６月のほうに先送りをしております。

あと、交際費、需用費、役務費については例年どおりの計上でありまして、１３節委託

料の計画策定等業務３３４万８,０００円、これは新規の事業でありますけれども、資料

ナンバー２８にその内容を記載したものを添付しておりますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。内容の概要としましては、公会計の導入と公共施設総合管理計画を策

定する業務でありまして、公共施設総合管理計画については、３０年間の計画でありま

す。固定資産台帳整備の委託業務でありまして、公会計につきましては、２７年度から２

９年度の間で国の統一した財務諸表を作成することになっておりますが、当町としては２

８年度からそれをスタートと考えております。その経費３３４万８,０００円でありま

す。

１４節使用料及び賃借料は例年どおりの計上でありまして、１８節備品購入費、事務用

備品で４７万５,０００円、これはレーザープリンター１台とパソコン３台４７万５,００

０円であります。

それから、１９節負担金補助及び交付金３,３７６万１,０００円ですが、負担金につい

ては例年どおりの計上であります。北海道自治体情報システム協議会２,７０１万７,００

０円ですが、資料ナンバー２７をお開きください。

資料ナンバー２７は、２７年度の北海道自治体情報システム協議会負担金の内訳であり

ます。

２款総務費１項総務管理費１目の一般管理費ですが、ＷＥＢ－ＴＡＷＮ保守料として

１,８５７万７,０００円、経常分ですが、これは通常の庁舎全体に係る負担金が１,２０

４万９,０００円です。それから、ＩＤＣ運用に係る分６５２万８,０００円であります。
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合わせて１,８５７万７,０００円となります。

それから、同じくその下のＷＥＢ－ＴＡＷＮ移行に伴う個別帳票作成（４票）ですが、

これは陸別町独自の帳票の作成でありまして、決算書の歳入歳出に係る個票２票も含みま

す。これが臨時的経費でありまして、２６万円です。

それから、マイナンバー制度、社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修（住民記

録、税務、宛名、国民年金、児童手当、国保、後期高齢、健康管理、介護、人事給与シス

テム）、これらについては、７８１万５,０００円であります。

それから、人事給与システム改修（制度改正対応分）ということで、３６万５,０００

円。これは、庁舎電算システムの改修になります。

これら四つを合わせて２,７０１万７,０００円の負担金となります。

それから、その下のほうについては、財産管理費、賦課徴収費、戸籍住民基本台帳費、

住宅管理費、それぞれ負担金を計上しております。

したがって、経常的経費では、合計２,３９７万８,０００円、臨時的経費では８４４万

円で、合わせて３,２４１万８,０００円であります。

参考までに、２６年度当初においては７,０８１万９,０００円でありました。差し引き

３,８４０万１,０００円の減額となります。この大きな要因は、戸籍電算化に係る負担金

が２６年度までありましたので、その分の減額が大きい要因となります。

それから、あわせて、資料ナンバー２９－１をお開きください。

今の７８１万５,０００円のマイナンバーに係る資料の説明であります。

２９－１でありますが、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の概要についてで

あります。

平成２５年５月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律が成立しまして、社会保障・税番号制度が導入されました。

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認

を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便

性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）であります。

番号制度の仕組みとしては、①、②、③とございます。

①－１は、個人番号をつけるということであります。

住民票を有する全員に１２桁の番号を重複しないようにつけます。

２番目として、情報連携。

複数の機関が保有している個人情報を関連づけし、相互に活用するということ。

３点目として、本人確認。

個人が自分であることの証明であるということであります。

②として、マイナンバーの利用範囲ですが、社会保障、地方税、防災等に関する事務そ

の他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務に利用となります。

なお、行政機関等がどのような場面で利用するかについては、法律や条令で定めて、そ
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れ以外に利用することは禁止されております。

今想定しているのは６点ございまして、年金分野、労働分野、福祉・医療・その他の分

野、税分野、災害対策分野、地方公共団体の独自利用事務等で利用されます。これらの内

容６点については、国から示されている部分でございます。

それから、③として、通知カード、個人番号カードですが、ことしの１０月より、一人

一人に１２桁のマイナンバーが付された通知カードが送付されます。また、２８年１月よ

り希望者に顔写真つきの個人番号カードが発行されます。

それで次のページに、参考として、別紙１－１、１－２がございますので、２９－２を

お開きいただきたいと思います。

２９－２は、個人番号カード、通知カードであります。

住民基本台帳カード、個人番号カード、通知カード、様式、作成・交付、利便性となっ

ております。

住民基本台帳カードは、身分証明書としての利用が中心でありまして、個人番号カード

については、身分証明書としての利用、個人番号を確認する場面での利用、就職、転職、

出産育児、病気、年金受給、災害などです。市町村、都道府県、行政機関による付加サー

ビスの利用、電子証明書による民間部門を含めた電子申請、取引等に利用することができ

ます。

通知カードについては、個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口など

で個人番号の提供を求められた際に利用可能であります。番号法に基づく本人確認のため

には、通知カードのほか主務省令で定める書類の提示が必要となります。

下の別紙１－２。

個人番号カードと住基カードの関係であります。

まず上は、住基カードを発行して、２８年１月からは住基カードは発行しないと。個人

番号カードが２８年１月から発行されるということになります。

それから、利用でありますけれども、住基カードを取得してから１０年間は有効だとい

うことであります。したがって、２８年１月以降も有効であります。

その下に、個人番号カード取得時点から廃止ということでありまして、その下に個人番

号カード取得ということがございます。これは申請行為でありまして、有効期限まで有効

ということで、満２０歳以上の方は１０年間有効期間がございます。それから、２０歳未

満については５年間であります。１５歳未満については親の同意が必要だということであ

ります。

それから、次の２９－３をお開きいただきたいと思います。

これは、社会保障・税番号制度に関するスケジュール表でありまして、既存システム改

修、特定個人情報保護評価、条例等の改正・制定ということでありますが、条例の制定・

改正については、ことしの９月議会までには整備をしなければならないということになっ

ております。個人番号通知カードの発行は、ことしの１０月からそれぞれ通知をしていく
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と。それから、来年１月には個人番号カードが発行されます。あと、個人番号利用関係に

ついては、２８年１月からということになります。あわせて、町の広報紙などにおいて、

この社会保障・税番号制度に関するわかりやすい情報を提供していくということを今考え

ているところであります。

それでは、予算書４１ページにお戻りください。

今説明した関係が、地方公共団体情報システム機構５３６万３,０００円となります。

内訳としては、社会保障・税番号制度運用に係る中間サーバーの整備負担金が４４１万

７,０００円。同じく通知カード、個人番号カード、製造発行委託負担金が９０万１,００

０円。あと、この機構への負担金４万５,０００円、合わせて５３６万３,０００円となり

ます。

それから、２目の文書広報費６９４万８,０００円でありますが、前年度と比較して３

９３万４,０００円の減額になっております。これは、２６年度において、委託料でホー

ムページのリニューアル化で４２０万７,０００円ほどありましたので、その減額が主な

要因となります。

９節の旅費４万６,０００円から需用費、次のページ役務費、委託料、使用料及び賃借

料、負担金補助及び交付金については、例年どおりの計上であります。

３目の財政管理費５７万６,０００円。これは需用費で、印刷製本費ですが、これは予

算書８０部であります。

それから、４目の会計管理費、需用費で７４万３,０００円。これは、決算書８５部と

出納課の封筒関係でございます。

５目の財産管理費です。本年度１億１,６９２万５,０００円の計上でありますが、まず

総務課においては、庁舎管理、財産管理、それから福祉館、基金、公用車の維持管理費、

りくべつ鉄道に係る予算が９,９４４万１,０００円。町民課においては、地籍図、テレビ

中継局、地デジ、光ケーブルの予算が１,６４６万２,０００円。教育委員会のタウンホー

ルの管理が１０２万２,０００円、合わせて１億１,６９２万５,０００円であります。

前年度より５,７０６万９,０００円ほど減額になっておりますが、これはそれぞれ委託

料、工事請負費、備品購入費の減額。この備品購入費は車両２台分、２６年に購入してお

りますので、予算の比較ですが、合わせて５,８３７万７,０００円の減額になっている主

な要因であります。

９節の旅費から需用費、役務費については、例年同様の計上であります。

１３節委託料で３,８７８万円。委託料として、まず施設設備保守管理１５４万６,００

０円ですが、これは前年度から見ると６６万２,０００円ほどふえておりますが、内容と

しては、地デジ再送信設備の保守管理で、光ケーブル設備点検と予備機の管理で６６万

２,０００円ほどふえております。

その下の施設整備等改修７８２万円、これは前年度から見ると３９２万１,０００円ほ

どふえておりますが、内容は、北電柱、ＮＴＴ柱、光ケーブルの取りつけですが、北電柱
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においては３０本、ＮＴＴ柱においては８０本、光ケーブルの取りつけ業務ですが、実は

小利別栄町間の２回線化工事に伴う負担増であります。

あと、除雪業務から次のページの設備保守管理は、例年どおりの計上であります。

１４節の使用料及び賃借料５３３万７,０００円も例年どおりの計上。

１６節の原材料費も例年どおりの計上であります。

１８節備品購入費で３０万６,０００円。これは管理用備品ですが、庁舎にあります自

動体外式除細動器１台であります。これは、平成２０年度に１台購入しましたけれども、

耐用年数が７年ということで、４月で耐用年数が切れるために、１台を購入するものであ

ります。

それから、１９節負担金補助及び交付金、これは例年どおり５０万２,０００円の計

上。

その下、積立金５,２４３万９,０００円ですが、財政調整基金から減債基金、ふるさと

整備基金、それと一つ飛びまして、ふるさと銀河線の基金、町有林整備基金、地域福祉基

金、公共施設基金、これらについてはそれぞれ利子の積み立てとなります。

それで、いきいき産業支援基金積立金４,６５２万５,０００円ですが、内訳としては、

まずコントラクターに貸し付けをしております農業機械の貸付収入が８１１万８,０００

円、それと利子分が４９万７,０００円、優良家畜導入貸付金の約定償還分が３,７９１万

円であります。

それから、６目の町有林野管理費ですが、修正版の３０－１、３０－２にそれぞれ管理

事業収支一覧、箇所図がございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

共済費から賃金、旅費、需用費については、例年どおりの計上であります。

１２節役務費２,４５１万７,０００円と、前年度から見ると１,７９０万円ほど落ちて

おります。この要因は、町内の事業者さんの２５年１０月の雪害による被害がまだ影響し

ておりまして、除間伐がまだ２７年度も続くと、そういったことで、森林組合と事業量の

調整をして、協議して、今回予算を上げております。

次のページ、委託料３２９万円ですが、造林単独事業２５２万８,０００円は、弥生の

作業道であります。それから、野そ駆除については、空中散布２回分、７１万８,０００

円であります。

それから、１４節使用料及び賃借料から次のページの原材料費、２７節公課費について

は、例年どおりの計上であります。

７目の企画費、本年度１億４,４５６万７,０００円の計上であります。総務課分が１億

４,２７８万７,０００円、産業振興課分が１７８万円の内訳となっております。

まず、報酬、旅費、需用費については、例年どおりの計上でありますし、役務費のし尿

汲取料までも、例年どおりの計上であります。

その下の建築確認申請２万６,０００円、建物災害保険６万５,０００円のうち３万円、

それから、次のページの工事請負費１億２,６６７万２,０００円でありますが、これは、
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仮称ですけれども、移住・産業振興研修施設の経費となります。

今言いましたように、１２節の建築確認申請が２万６,０００円、建物災害保険が３万

円、１５節の工事が１億１,３０９万６,０００円、外構工事が１,３５７万６,０００円、

それと備品購入費で７６万１,０００円、これは物置になります。合わせて、１億２,７４

８万９,０００円となっております。それと、移住体験住宅、ちょっと暮らし住宅３戸ご

ざいますが、それらの経費が維持管理費ですけれども、需用費から負担金まで１２８万

４,０００円ほど予算を計上しております。

なお、移住・産業振興研修施設ですが、図面を当初、追加資料２の２で平面図を配付し

ておりましたけれども、実は事前に配付した図面が古い図面でして、本日配付させていた

だいておりますけれども、修正版２の２に平面図をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。

それから、１９節では、負担金の次のページの道の駅連絡会までは、例年どおりの計上

であります。

通学定期差額補助事業６６６万６,０００円につきましては、高校生３４名分ですが、

北見方面が４人、置戸が１人、足寄が１７人、本別が１１人、池田が１人、合わせて３４

名分の補助であります。

それから、補助金では、まちづくり事業２０５万円ですが、空き家解体３戸分が１０５

万円、まちづくり補助金が１００万円となっております。

それから交付金で、地域交通利用促進事業２０６万円ですが、バス利用の促進というこ

とで、従来２人以上についてはバス賃の２分の１を助成、７０歳以上についてはお一人３

分の１を助成しておりましたけれども、より以上の利用促進ということで、買い物ですと

か、映画を見に行くですとか、そういう娯楽なんかでもバスを利用して行っていただけれ

ばということで、１人３分の２を助成することで制度を改正しております。

次のページは、友好町民の会、サマーｉｎ陸別実行委員会については、例年どおりの計

上です。

８目の公平委員会費、それから９目の交通安全対策費、１０目諸費については、それぞ

れ例年どおりの計上となっております。

それから、５４ページになります。

１１目交流センター管理費３,１５２万８,０００円で、比較では１,４９９万２,０００

円の減額となっております。大きな要因としては、２６年度において自家発電装置の工事

がございました。それと、１３節で宿泊研修施設管理委託ですが、２７年度においては利

用者が落ち込んでいるということで、２６年度においても同様でありますけれども、建設

関係の利用者が少なくなっているということが報告されております。それで、交流セン

ター管理費の資料につきましては、ナンバー３１にございますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。

７節の賃金から需用費、役務費、委託料までは、前年と同様の計上でありますけれど
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も、委託料の中で宿泊研修施設管理１,４４１万４,０００円ですが、利用者の減少に伴っ

て、前年度から見ると２６５万４,０００円ほど落ち込んでおります。

それから、５５ページ、工事請負費１７９万３,０００円ですが、施設設備改修であり

まして、オーロラハウスの宿泊施設の各部屋に浴槽がございますけれども、手すりをつけ

るということで、その予算が６０万５,０００円であります。実は、宿泊利用者から

ちょっと苦情がございまして、２７年度において直すということで、今予算を上げており

ます。それから、身障者トイレ自動ドアの改修１１８万８,０００円、合わせて１７９万

３,０００円であります。

それから、１２目の銀河の森管理費６,５８５万８,０００円の計上であります。修正版

の資料３２に資料をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

ちなみに、６,５８５万８,０００円の内訳は、天文台で４,５７３万７,０００円、コ

テージで１,７３７万６,０００円、専用水道で２７４万５,０００円となっております。

１節の報酬から給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費につい

ては、例年どおりの計上であります。

ちなみに、１１節の修繕料１６４万７,０００円ですが、主なものとしては、コテージ

のウッドデッキの修繕、それからコテージの給湯器の修繕、天文台の大型望遠鏡の修繕で

あります。

それから、委託料２,８７３万４,０００円。施設設備等改修１５２万９,０００円です

が、これは専用水道に係る設備改修であります。

５８ページについては、使用料、原材料費については、例年どおりの計上。

１８節備品購入費１８２万８,０００円。管理用備品で１７７万８,０００円ですが、天

文台のサーバー１台、プラネタリウムの番組が１セット、それとコテージの大型ストーブ

１台、小型ストーブ２台、乾燥機１台などが主なものであります。

５９ページの負担金補助及び交付金、それから公課費については、前年と同様の予算計

上であります。

１３目の地域活性化推進費、資料の３３をお開きください。

資料の３３は、陸別町地域活性化推進事業でありまして、チャレンジ・プロの関係であ

ります。全体的には３,２１３万円の予算でありますけれども、まず、地域活性化推進専

門員６２０万７,０００円ですが、そのうち１０７万３,０００円については、２６年度の

補正で計上しております。したがって、差し引き５１３万４,０００円の当初予算計上と

なります。

まず、左側からミネラルウオーター開発事業２１万円ですが、２７年度の事業として

は、まだ在庫がございますので販売の促進をするということで、２７年度は製造は行わな

いで販売のほうに努めていくと、そういったことで今考えております。

それから、木炭で１７万１,０００円。これは、製造２回、特に薬用植物の研究用で製

造したいということと、町民への配布を考えてございます。



― 14 ―

それから、真ん中の薬用植物研究事業、２６年度３月の補正予算で１１９万２,０００

円を計上しております。２７年度事業としては、加工センターの試験圃での研究栽培、基

盤研北海道研究部との連携強化、栽培技術の研究と習得などなどであります。

加工センター活用・地域ブランド開発連携については、予算は特につけておりません。

がしかし、エゾシカ肉を活用した商品化ですとか、生乳の活用と乳製品の開発、ブランド

品の製造販売、特産品に関する調査研究、それから開発支援員の検討など、これを既定の

予算の中で進めていきたいということであります。

それから、地域おこし協力隊員６名であります。２７年度においては、地域ブランド開

発推進員１名、これは４月から９月までの部分であります。それから、産業振興事業推進

員１名、これは後任の人員であります。それから新規事業の支援員１名、これは今在籍し

ている隊員の分。それから酪農支援推進員２名、１名は現在在職しておりますが１名が欠

員ですので、合わせて２名と。商工支援推進事業１名、これは商工会側からの要望もござ

いまして、今募集をしているところでありますが、全体としては６名の体制で進めていき

たいとそのように思っています。

なお、ここに特別交付税措置とありますが、１人当たり４００万円の特別交付税措置が

ございます。

それでは、予算書の５９ページにお戻りください。

まず、地域活性化推進費ですが、先ほど言いましたように、チャレンジ・プロ専門員の

分が５１３万４,０００円、地域おこし協力隊員６名分が２,４３５万円となります。地域

ブランド開発推進員については３２８万１,０００円、産業振興推進員については４９８

万４,０００円、新規事業につきましては３９５万１,０００円、酪農支援員２人分ですが

８３６万２,０００円、商工支援員１人、３７７万２,０００円の予算。それと、木炭開発

が１７万１,０００円、ミネラルウオーター開発が２１万円、地域ブランド開発推進専門

員３９３万円。合わせて３,３７９万５,０００円の予算となります。

４節共済費６０２万９,０００円。社会保険料ですが、これは地域おこし協力隊員６名

とチャレンジ・プロ専門員、それから地域ブランド開発専門員の８名分の共済費でありま

す。

７節賃金で２,１８５万３,０００円。これは、チャレンジ・プロの賃金、それから地域

おこし協力隊の賃金、これは６名分の賃金となります。

次に、６０ページですが、車両手当４３万２,０００円は、酪農支援員２人にかかる車

両手当となります。それから、地域ブランド開発推進専門員賃金、これは１０月から３月

まで６カ月分の賃金であります。

それから、旅費で２４７万８,０００円ですが、地域おこし協力隊員６人分の旅費２３

１万７,０００円、地域ブランド開発専門員１人分が、１６万１,０００円の内訳となって

おります。

それから、需用費７９万８,０００円は、地域おこし協力隊６名分とブランド開発専門
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員１人分の需用費になります。

それから、役務費１０６万８,０００円ですが、通信運搬費では１８万６,０００円はミ

ネラルウオーター送料、関東方面、関西方面の送料となります。それと保管料として２万

４,０００円。講習手数料８５万８,０００円は、酪農支援員２人に係る大型・小型特殊、

あるいはフォークリフトなどの運転技術講習会の受講分であります。

あと、１４節で研究用機材等借上料４万３,０００円。これは、ミツバチの受粉試験用

で蜂群のレンタルになります。

それから１８節の備品購入費４８万２,０００円は、酪農支援員のパソコン１台と産業

振興推進員のパソコン１台とソフト一式、合わせて４８万２,０００円です。

それから１４目の企業誘致対策費。まず旅費については、協議会の研修セミナーで１０

万８,０００円、それから１９節の十勝地域産業活性化協議会負担金８万３,０００円であ

ります。これは、追加資料２－３をお開きください。

追加資料２－３は、十勝地域産業活性化協議会事業ということでありまして、企業誘致

対策費として、旅費と負担金であります。

まず平成１９年６月１１日に企業立地促進法が施行されまして、十勝地域においては１

市６町による帯広十勝地域産業活性化協議会と、１２町村によるとかち田園地域産業活性

化協議会が設立され、この企業立地促進法に基づき、それぞれが基本計画を策定し、地域

の特性を踏まえた個性ある地域の産業集積の形成・活性化を目指すということでありまし

たが、活動としては企業誘致フェア参加ですとか、パンフレットの作成、セミナーの開催

などであります。これらについては、とかち田園、帯広十勝の両協議会が連携して合同で

取り組みを行ってきました。

平成２０年２月２６日に帯広十勝地域産業活性化協議会１市６町で設立されたところで

あります。

その下、平成２１年１月３０日には、当町も入っておりますが、とかち田園地域産業活

性化協議会が設立されたところであります。そして、協議会の負担金につきましては、２

２年度から負担するということで、今までは商工会経由で支払いをしていたところであり

ます。

平成２４年１１月から、同じ活動をしているということでとかち田園と帯広十勝の協議

会の統合について検討が開始されまして、２６年３月１１日に十勝地域産業活性化協議会

として新たに組織が立ち上がりました。あわせて、３月２４日にはとかち田園と帯広十勝

の両協議会が統合するということで、とかち田園産業活性化協議会が３月２４日に解散を

したところであります。

負担金、当初は１８万５,０００円だったのですが、合併によって８万３,０００円に減

額になったところであります。したがって、この新たな組織については、北海道十勝管内

商工会連合会が構成に入ったことによって、今までは陸別町の商工会も加盟をしていたの

ですが、今度は十勝管内商工会連合会が入るということで、町からこの団体に８万３,０
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００円を支払うということになりました。

それでは、予算書６１ページをお開きください。

２項の徴税費１目の税務総務費２,７２６万円の計上であります。主なふえている要因

というのは、職員人件費の増が８５万８,０００円ほどございます。

２節の給料、職員手当、次のページの共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、負担金補

助及び交付金、償還金利子及び割引料までは、例年どおりの計上であります。

２目の賦課徴収費２６６万８,０００円。９節の旅費から需用費、役務費、委託料、１

９節までは例年どおりの計上でありますけれども、この委託料の中で１２６万５,０００

円、これはｅＬＴＡＸ共同運用の保守とサーバー更新の経費でございます。

次のページの十勝圏複合事務組合１６万１,０００円は、十勝税滞納整理機構への負担

金でありまして、陸別町が引き継ぐのは４人、５７万４,７００円であります。

それから、３項の戸籍住民基本台帳費１目の戸籍住民基本台帳費１,４６８万８,０００

円の計上ですが、比較では３,２６０万３,０００円ほど落ちております。これは先ほども

説明したように、２５、２６と継続して行いました戸籍の電算化事務が２６年度で完了し

たことによって、その分が大きな減額となっております。

給料、手当、共済費、旅費、需用費、委託料については、例年どおりの計上でありま

す。

１９節４４３万６,０００円。北海道自治体情報システム協議会、これは住基ネットサ

ポート負担金が６７万７,０００円、戸籍電算システムの保守料３７５万９,０００円の内

訳となっております。

それから、４項選挙費１目の選挙管理委員会費４８８万４,０００円の計上であります

が、これは次のページの給料から２目選挙啓発費の報酬までは例年どおりの計上でありま

す。

３目の町長町議会議員選挙費４７１万７,０００円。これは、４月２１日告示、４月２

６日投票、選挙会に係る経費でありまして、報酬から手当、共済費、賃金、旅費、需用

費、１２節役務費、委託料、使用料及び賃借料までは、必要経費を計上しております。

それから、４目の知事道議会議員選挙費２６１万円。これは、４月１２日の投開票です

が、３月２６日に知事選の告示、４月３日に道議選告示となります。報酬から１４節まで

必要な経費を計上しております。

それから７０ページ、農業委員会委員選挙費は、廃目となります。

それから、５項の統計調査費１目の指定統計調査費２３８万９,０００円。１７９万７,

０００円ほどふえておりますが、２７年度においては国勢調査がございます。その経費２

２９万３,０００円ほどがあります。

報酬１８３万５,０００円。調査員報酬、これは国勢調査に係る分。

７節賃金１２万８,０００円も国勢調査に係る分。

それから需用費２３万６,０００円のうち１５万円が国勢調査に係る分。
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１４節使用料及び賃借料１９万円。複写機使用料、これは国勢調査に係る分となりま

す。

それから、６項監査委員費１目の監査委員費２０２万４,０００円の計上。これも報酬

から旅費、需用費、負担金までは、例年どおりの計上であります。

○議長（宮川 寛君） ちょっととめてください。

１１時１５分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時５９分

再開 午前１１時１４分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 恐縮ですが、ちょっと説明漏れがありましたので、５０ペー

ジにお戻りいただきたいと思います。

５０ページの１４節使用料及び賃借料で、賃借料として土地建物借上料５７万２,００

０円ですが、これは今回新規でありますけれども、実は、昨年から内閣府の地方創生事務

局を通して要望してきたのですが、森林管理署のアパートがありますけれども、今４戸あ

いておりまして、小規模自治体ほど住宅事情が悪いということで、何とかあいている部屋

を貸してもらえないだろうかと、それも、これは陸別町だけではなくて全国的な問題でも

あるし、小規模自治体に何とか活用をさせていただきたいということをお願いをしてきた

のですが、やっとそれが実現して、ことしの５月から旭町の森林管理署のアパート２棟８

戸ありますけれども、そのうちの４戸を町が森林管理署と賃貸契約を結んで活用するよう

になりました。

これは、移住者の世帯用ということで考えておりまして、３ＬＤＫの建物であります。

家賃としては、森林管理署に払うのは１戸当たり１万３,０００円で、４戸分の１１カ月

で５７万２,０００円の予算となります。

歳入もございますので、それはまた歳入のほうで御説明を申し上げたいと思います。

それから、同じく５１ページの一番下、先ほど地域交通利用促進事業でお一人３分の２

の助成をするというバスの利用促進について説明しましたけれども、もちろん３月６日の

地域交通推進会議におきまして事情を話して、皆さんにも理解をいただいたと、そのよう

な内容になっております。

それでは、７１ページから説明させていただきます。

３款民生費１項社会福祉費１目の社会福祉総務費。２７年度３億５,８０２万円の計上

でして、比較で１,３０４万３,０００円ほど増額となっております。大きな要因として

は、２７年度において扶助費で２,５６９万３,０００円の増、それから繰出金で３３６万

３,０００円の増、職員人件費で１３８万９,０００円の増、２６年度において臨時福祉給

付金事業、子育て世帯の特例給付金もありましたが、その１,７５６万７,０００円の減額

もございます。その差し引き１,２８７万８,０００円が主な増額の要因となっておりま



― 18 ―

す。

１節の報酬から給料、手当、次のページの共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務

費、委託料までは、例年どおりの計上であります。

１９節で３,０５７万２,０００円。ここで１,７５８万７,０００円ほど減額となってお

りますが、先ほど説明した２６年度の臨時福祉給付金関係が１,６２５万円ほど落ちてお

ります。

７４ページ、補助金で、社会福祉協議会の補助金２,８６５万３,０００円で、前年度か

ら見ると１２７万５,０００円ほど落ちております。これは、社会福祉協議会の職員の退

職と採用の人件費の差額分が落ちていると、そういう内容であります。

なお、資料、説明書のナンバー３４をつけておりますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

その下の、遺族会から交付金の民生委員活動費までは、例年どおりの計上となります。

２０節扶助費１億９,１０８万９,０００円。先ほど説明しましたが、２,５６９万３,０

００円ほど２６年度から伸びております。重度心身障害者、ひとり親家庭等、子どもの扶

助費については例年どおりの計上でありますが、交通費助成、高齢者で２９３万２,００

０円の計上であります。延べで２７年度は８,７４７人の利用を見込んでおります。前年

度９,９１５人でありましたので、２６年度と比較すると１,１６８人の減ということにな

ります。

なお、資料ナンバー３５をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

それから、７５ページ。

まず地域生活支援費１５６万円ですが、これは１９万６,０００円ほど２６年度から伸

びております。内容としては、日常生活用具給付で１４５件、それから移動支援事業で２

０回分、それから社会参加（自動車改造）が１件、それと成年後見制度利用支援事業が１

０万円であります。

それから、障害者介護給付費８,７３９万４,０００円。前年度から見ると１５８万５,

０００円ほど伸びております。これは、日中活動が２４名、施設入所支援が２１名、療養

介護２名、居宅介護２名、短期入所１名の内訳となっております。

それから、障害者訓練等給付費６,６３６万３,０００円。前年度から見ると９７５万

１,０００円ほど伸びております。内訳としては、日中活動が２３名、共同生活が２１名

であります。

その下の、相談支援給付費１８９万６,０００円。これは新規でございまして、利用対

象者は５７名であります。これは議決いただきました補正予算の資料でありますけれど

も、６－１、２に資料をつけておりますので、ごらんをいただきたいと思います。

それから、身体障害者更生医療給付費１,１９１万６,０００円。これは、前年度から見

ると１,０９２万円ほど伸びております。これは、血液透析治療費の増加でありまして、



― 19 ―

対象者は８名であります。

それから、身体障害者補装具交付費６４万５,０００円は、対象者は７名であります。

療養介護医療費１８８万１,０００円も、今回新規でありますが、実は２６年度までは

上から２番目の障害者介護給付費の中に含まれておりました。今回、別に分けて予算を計

上しております。

２８節繰出金７,０６４万７,０００円は、国保会計に２,９７５万２,０００円、介護保

険会計に４,０８９万５,０００円の繰出金であります。

２目の老人福祉費９,２３５万５,０００円の計上であります。

４節の共済費、それから７節の賃金、作業員賃金、これは前年と同様の計上であります

けれども、その下の臨時介護認定調査員賃金１２５万３,０００円は今回新規でありまし

て、年間１８０人区を見ております。

それから、８節報償費１８０万６,０００円。謝礼金で１３万６,０００円は、高齢者問

題の講演会が１０万円、それから成年後見人制度支援ということで、実施機関委員の謝礼

３万６,０００円であります。成年後見制度支援については、２６年度においては昨年９

月の定例会で予算を議決いただいているものであります。

それから、敬老祝い金１６７万円ですが、喜寿が４９名、米寿が２６名、長寿が４名の

７９名であります。

それから次のページ、需用費、役務費、委託料は、例年どおりの計上でありますけれど

も、７７ページの上から二つ目の施設等管理運営事業、これは、福寿荘ですけれども４６

３万２,０００円。それから高齢者在宅生活支援事業４９３万３,０００円、これはふれあ

いの郷の生きがいホーム通所事業でありまして、福寿荘とふれあいの郷については、ＮＰ

Ｏへの委託事業であります。

それから、老人緊急通報システム設置４６０万４,０００円。これは、３８９万１,００

０円ほどふえておりますが、実は１２月の補正でお願いしましたが、消防署に設置してい

る通報システムの機械が故障がちでありまして、一時的には応急処置をしているわけです

が、その機械の更新の委託料３７４万３,０００円を含んでおります。

それから、成年後見制度法人後見支援事業３１万円であります。

それから、１４節は例年どおりで、１９節で４,４７１万２,０００円の計上。後期高齢

者広域連合の負担金２,９７２万５,０００円。補助金、デイサービス運営事業１,１５８

万４,０００円で、３０２万３,０００円の増であります。

資料ナンバー３６をお開きください。

資料ナンバー３６は、２７年度の陸別町デイサービスセンター補助金資料であります。

利用者数延べ人員でありますが、２６年度当初と今回の補正後の数値、２７年度当初と

見ております。２６年度当初予算においては、各区分ごとの合計が３,１６４人でありま

したけれども、３月補正段階では３,０２４人ということで、１４０人ほど落ちておりま

す。補正のときは、介護報酬が減る分、補助金の上乗せということになりますけれども、
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２７年度当初では２,９２０人でありまして、２６年度当初と比較しますと２４４名の減

となります。

その下が介護報酬総額でありまして、補助金も３月補正後においては１,００５万８,０

００円でしたが、当初予算においては１,１５８万４,０００円の予算計上となります。

それでは、予算書の７７ページにお戻りください。

一番下の居宅介護支援事業所運営事業２９０万８,０００円ですが、実は、これは２６

年度まではデイサービスセンターの補助金の中に入っていた人件費でありまして、介護支

援専門員１名分になります。北勝光生会に補助するものですが、実は北海道の指導があり

まして、介護支援専門員の人件費については別立てで予算化しなさいと、そういう指導が

ございまして、管理者分ですけれども、２７年度から別枠で予算計上をしております。人

件費、事務費を合わせますと５１０万１,０００円であります。それから、介護報酬２１

９万３,０００円を差し引いた２９０万８,０００円の補助金となります。

７８ページ扶助費ですが、２,０４２万１,０００円。町外の養護老人ホーム入所者です

が、昨年度は１１人でしたが、２７年度は９名を見込んでおりまして、マイナス２名でご

ざいます。

それから、３目の後期高齢者医療費。繰出金ですが、後期高齢者特別会計に繰り出し

１,８０２万９,０００円であります。

それから、２項児童福祉費１目児童福祉総務費。需用費、役務費、委託料、１９節の負

担金補助及び交付金までは、例年どおりの計上でありますが、委託料の中で療育指導者派

遣業務、これは２６年度までは衛生費に計上しておりました。それをこちらの児童福祉総

務費のほうに科目がえをしております。保育所、小学校への派遣ということで、６回分を

見ております。

それから、２０節扶助費１６５万円。交通費助成、児童施設に通所ですが３人分、帯広

３６回、足寄２４回分であります。

それから、障害者介護給付費８０万６,０００円。これは、放課後デイサービス３名、

児童発達支援２名、保育所訪問支援１名の内容であります。

それから、相談支援給付費２８万５,０００円。これは、１８歳未満の方６名分であり

ます。これも資料ナンバー６-１がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。

それから、身体障害児補装具交付２８万５,０００円。これは、１件分であります。

児童福祉施設費４,９２０万２,０００円の計上でありまして、比較で８４１万円の減

額。これは、職員１名が３月３１日で定年退職したことに伴う人件費の減額が大きい要因

であります。

予算で見ています保育所の園児数ですが、２歳児が１０人、３歳児が２２人、４歳児が

１８人、５歳児が１３人、合わせて６３名で予算を計上しております。それと、保育士６

名であります。
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給料、手当、それから共済費、賃金、旅費、需用費、委託料までは、例年どおりの計上

であります。

後で、教育費の中でも説明しますけれども、実は２７年度から学童保育所が時間延長を

行います。現在５時までなのですが、６時１５分まで学童保育所を延長するということ

で、保育所についても、２７年度から６時まで延長保育を受け入れしますという内容にな

ります。１時間延長するということになります。

それから、８１ページですが、委託料で施設周辺整備５４万４,０００円ですが、保育

所の屋外にあるタイヤブランコの撤去と造成が１１万８,０００円。それから、遊具関係

の修繕が４２万６,０００円ですが、実は遊具の点検業社から指摘がございまして、滑り

台２台とブランコ２台、その修繕４２万６,０００円の内容であります。

１４節、それから備品購入費までは、例年どおりです。

１９節で、下に保育所給食費負担金２２１万８,０００円。これは、園児１人当たり１

６０円の６３人の２２０日分であります。さきの協議会でも御説明させていただきました

けれども、この財源については、過疎ソフト事業を充てるということで１５０万円ほど充

当をしております。

それから、３目の児童措置費、これは２,６４４万１,０００円ですが、児童手当に係る

予算計上であります。扶助費で２,６４４万円、２３節で１,０００円、これは例年どおり

の計上となります。

それから、３項国民年金費１目の国民年金事務取扱費９６０万円。これも職員人件費、

給料から手当、共済費、需用費、役務費については、例年どおりの計上となります。

それから、４款衛生費１項の保健衛生費１目の保健衛生総務費４,８１７万６,０００円

の計上であります。２節給料、職員手当、共済費、これは例年どおりの計上になります。

９節の旅費から需用費、役務費も例年どおりの計上。

１９節負担金補助及び交付金２６８万２,０００円の計上でありますが、この中では次

のページの一番下、帯広厚生病院運営事業１７９万円を今回新規で計上しております。２

６年度においては、１２月定例会で予算を計上させていただきました。

それから、２目の保健衛生施設費２,４３９万７,０００円であります。共済費、賃金、

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料までは、例年どおりの計上であります。

備品購入費として管理用備品１３０万９,０００円ですが、内容としては、消火器１０

本の更新、それから草刈り用のロータリーモアの更新、それから多目的室の加湿器２台の

購入、それから公衆浴場の券売機の更新が、主な内容であります。

それから、３目の予防費１,６０６万１,０００円であります。

７節の賃金１１２万１,０００円。一番上の、臨時保健師賃金８２万８,０００円が今回

新規でありまして、保健師１名が現在育児休業中でありまして、その代替に係る賃金であ

ります。その下の臨時看護師賃金から臨時歯科衛生士賃金までは、例年どおりでありま

す。
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それから、９節旅費３２万６,０００円のうち１５万円ほどが、今賃金で言いました足

寄から来る臨時保健師の旅費分であります。

それから、需用費、役務費は、例年どおりの計上であります。

１３節委託料１,３３９万３,０００円ですが、各種検診事業で７３０万１,０００円、

各種予防接種事業で６０２万５,０００円、次のページの療育指導者派遣６万７,０００

円。これらについては、資料ナンバー３７－１から４を後ほど御参照いただきたいと思い

ます。

それから、２０節の扶助費７２万６,０００円ですが、新規のものとしては、妊婦健康

診査１１万２,０００円。これは、近年、出産で道外に里帰りする方がいらっしゃいます

ので、その１名分を計上しております。

それから、新型インフルエンザワクチン接種は３４名分、１２万４,０００円。それか

ら特定不妊治療費４５万円は６回分、肺炎球菌予防接種４万円は１０人分を計上しており

ます。

それから、４目の環境衛生費３９９万１,０００円の計上ですが、共済費、賃金、需用

費、役務費、それから委託料、使用料及び賃借料は、例年どおりの計上であります。

５目診療所費２８節操出金、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計への操出金で、２

億１２９万１,０００円の計上であります。

それから、４款衛生費２項清掃費１目清掃総務費７１６万８,０００円の計上です。１

９節負担金補助及び交付金で、池北三町行政事務組合からし尿搬送助成金までは、例年ど

おりの計上となっております。

塵芥処理費９,７６２万５,０００円で、比較すると６８万１,０００円の増となってお

りますが、旅費から需用費、役務費、それから委託料、使用料及び賃借料、１９節負担金

補助及び交付金までは、例年どおりの予算計上となっております。

それから、３項水道費１目の専用水道費。これは、小利別専用水道に係る予算計上であ

ります。需用費、役務費、委託料、備品購入費までは、例年どおりの計上となっておりま

す。

２目水道費８,８４６万５,０００円の計上。これは操出金でありまして、簡易水道事業

特別会計への繰り出しとなります。

５款労働費１項労働諸費１目の労働諸費１２５万７,０００円の計上であります。共済

費から次のページの１９節までは、例年どおりの計上となりますが、旅費において４万

６,０００円、これは職業紹介講習会へ出席する職員の旅費となります。

それから、補助金で振動病の予防対策２７万円。これは５０名分を計上しております。

それから、２目の緊急雇用対策費１１６万２,０００円。これは賃金で、若年層の雇用

対策ということで、２００人区分を計上しております。

それから、３目の雇用再生対策費８４０万円。これは補助金ですが、事業者の雇用促進

事業ということに計上しております。まず、２６年度からの継続分、７名分が１１９万円
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であります。それから、新規に８人の、７万円の１２カ月で６７２万円。それと、新規で

町の無料職業紹介所を介して就職した場合には、事業所を通して本人に引っ越し費用の一

部を助成するという内容でありまして、十勝管内では３万円の３名分、道内から来られる

方は５万円の２人分、道外からは１０万円の３人分、合わせて４９万円がこの中に含まれ

ております。

それから、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費１,８５３万６,０００円の計

上ですが、報酬、給料、手当、共済費、賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、１９節までは例年どおりの計上ですが、委託料で農地台帳地図化シス

テム等整備事業５４万円ですが、これは農地台帳地図情報システム保守が３２万４,００

０円、地番図の更新業務が２１万６,０００円の内訳となっております。

それから、２目農業総務費６,１８７万９,０００円の計上ですが、この科目は、職員の

人件費の計上であります。給料、手当、共済費となりますが、職員１名が３月３１日で定

年退職となります。

それから、３目農業振興費８,９６１万６,０００円の計上で、比較すると２４９万４,

０００円の増となります。

７節賃金の１２万３,０００円、旅費の５２万３,０００円、需用費の７万４,０００

円。それから委託料の写真撮影業務、これは花壇用ですけれども、これも中山間の事業分

でありまして、５万円となります。それから、その上の、農業振興地域整備計画変更事業

５１３万５,０００円は、農業振興計画の全体見直しをするための業務であります。

それから、１９節負担金補助及び交付金で、まず負担金については例年どおりの計上と

なります。補助金ですが、農業関係制度資金利子補給事業４７６万２,０００円は、資料

３８をつけておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。

それから、一つ飛んで、農業経営基盤確立資金利子補給事業６６万９,０００円。これ

は資料ナンバー３９をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから１００ページですが、青年就農給付金７５万円。これは１人分で、下半期分、

１０月から３月分であります。

新農業人育成事業２０１万９,０００円。交付金の新農業人育成事業、営農指導６０万

円。これについては、修正版の資料ナンバー４０をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。

それから、補助金の陸別町農業近代化資金利子補給事業６７５万３,０００円。これは

資料ナンバー３９にありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、中山間地域直接支払事業６,５１９万７,０００円ですが、先ほどの９４万

４,０００円を足した６,６１４万１,０００円が２７年度の中山間地域支払事業の予算と

なります。

それから、４目の畜産業費６,９２７万８,０００円の計上でありまして、１１節需用費

から役務費、使用料及び賃借料までは、例年どおりの計上となります。
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それから、１９節８６２万円の計上で、一番下の、畜産クラスター事業７４万５,００

０円ですが、資料ナンバー４１をお開きいただきたいと思います。

資料ナンバー４１は、牛ウイルス性下痢・粘膜病の検査でありまして、２６年度におい

ては、昨年の４月１０日の臨時会でこの予算を議決いただきました。

中段の検査方法としては、２６年度は２,０００頭を見ておりましたけれども、２７年

度においては、５,０００頭を予定しております。公共牧場入牧牛を対象、それからミル

クローリー牛乳の検査による農場特定、農場の庭先での血液検査ということです。

検査料金ですが、２６年度は血液だけで、１頭当たり検査料２,８２０円、技術料５９

０円、合わせて３,４１０円で、２,０００頭で６８２万円でした。町は、検査料の２分の

１分、２８２万円を２６年度は補助金として出しておりましたけれども、２７年度におい

ては、血液が１頭当たり２００円、牛乳が２,８５０円、技術料が６７０円で、血液につ

いては８７０円、牛乳については２,８５０円であります。頭数５,０００頭の血液検査を

予定していまして４３５万円、牛乳については１００回、２８万５,０００円で、合わせ

て４６３万５,０００円です。検査依頼先は酪農学園大学ということで、十勝家畜保健衛

生所よりも検査料が安価で済むということで、酪農学園大学に依頼する予定であります。

それで、２７年度負担金額ですけれども、４６３万５,０００円に対して国から２４０

万円の補助がございます。したがって、陸別町、農協は、検査料の３分の１ずつ７４万

５,０００円。生産者においては、３分の１の７４万５,０００円ということで負担をする

ことになりました。事業実施主体は、陸別町酪農・畜産クラスター協議会でありますの

で、そこに補助金を交付するということになります。

その次、資料ナンバー４２をお開きいただきたいと思います。

資料ナンバー４２は、優良家畜導入支援事業でありまして、この中で、字を加えていた

だきたいのですが、３の貸付限度頭数の農用馬の下に、町及びＪＡ陸別町理事会が認めた

場合は、特例として単年度頭数の２倍、括弧書きになりますけれども、括弧書きで「（法

人経営体は５倍）」と追加をしていただきたいと思います。特例として単年度頭数の２

倍、（法人経営体は５倍）の追加をお願いいたします。

それでは、予算書の１０１ページにお戻りください。

それで、今説明しました家畜導入貸付金、これは優良家畜の貸付金ですが、６,０００

万円の予算を計上しております。

それから、５目農地費は８８９万９,０００円であります。旅費、需用費、役務費につ

いては例年どおりの計上でありますし、委託料３１８万９,０００円、農業用施設維持管

理、これは資料ナンバー４３をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思い

ます。

１９節負担金補助及び交付金で、農業競争力強化基盤整備事業負担金５００万円。

資料ナンバー４４－１をお開きください。

資料ナンバー４４－１は、農業競争力強化基盤整備事業であります。
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事業名としては、陸別地区草地畜産基盤整備事業（草地整備型（公共牧場整備事業））

であります。

事業主体は、北海道。

事業内容は、草地整備改良、道路等整備、用排水施設整備、草地造成改良などでありま

す。

事業期間は、２７年度から３１年度まで。

事業計画の概要でありますけれども、草地整備改良として５４９.４ヘクタール、４億

６,９００万円、道路等整備８２１メーターで１,２００万円、用排水施設整備（暗渠排水

等）ですが、５０.９ヘクタール、１億３,２００万円、合わせて６億１,３００万円。

それから、草地造成改良。これについては２２.４ヘクタールで７,１００万円、用排水

設設備（暗渠排水等）で４.４ヘクタールで７００万円、小計で７,８００万円。

その他諸経費で７,５００万円。

合わせて７億６,６００万円の事業となります。

事業負担区分ですが、国が５０％、北海道が２５％、受益者が２５％となります。した

がって、７億６,６００万円の内訳としては、国が３億８,３００万円、北海道が１億９,

１５０万円、受益者も同額であります。

２７年度事業概要でありますけれども、測量・設計事業で２,０００万円になります。

国が１,０００万円、北海道が５００万円、本来であれば受益者が５００万円ということ

になりますけれども、このパワーアップ事業、食料供給基盤強化特別対策事業の略、パ

ワーアップ事業と言いますけれども、要は、端的に言うと対象となる事業費の受益者の負

担を軽減するというものでして、受益者２５％の負担を７.５％まで下げます。北海道と

町で１７.５％を２分の１ずつ、北海道が８.７５％、町が８.７５％で、受益者負担２５

％が７.５％で済むと。そういうことで、農家の負担が５００万円から３６０万円に落ち

ます。１４０万円の負担軽減と。北海道は７０万円ふえて、５７０万円ということになり

ます。町は７０万円と。

それで、次の４４－２に、この負担割合の資料がありますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。

それでは、予算書の１０２ページにお戻りください。

６目営農用水管理費１,１７９万８,０００円。これは、営農用水で上陸別地区とトラリ

地区の事業であります。比較で２,１５１万１,０００円ほど落ちておりますが、第２トラ

リ地区の負担金が２６年度で完了しております。その負担金２,２５５万円の減額が大き

な要因となります。

需用費、役務費は例年どおりの計上であります。

委託料５６６万４,０００円。この中で３段目の施設等改修２１５万３,０００円です

が、これは上陸別地区浄水場の計装機器の保守点検が５７万４,０００円、同じくトラリ

地区の浄水場の計装機器保守が８０万円、上陸別浄水場のパック注入ポンプ分解整備２
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台、４１万円、同じく上陸別地区浄水場の濾過池逆洗流量計の更新３６万円となります。

次が、使用料及び賃借料、それから次のページ原材料費、備品購入費は、例年どおりの

計上となりますが、特に原材料費で１０７万１,０００円となっておりますが、これは昨

年、上陸別の漏水事故がありましたけれども、それに係る漏水対策費として１０７万１,

０００円をこの度計上しております。

それから、公共草地管理費４７１万６,０００円。共済費、賃金、需用費、役務費、委

託料、使用料及び賃借料は、例年どおりの計上でして、１５節工事請負費２５８万６,０

００円は、トラリ地区の公共草地の配電線路改修工事、これは２６年度から２８年度まで

の３年計画でやっているものですが、２年目の工事となります。

それから、８目の農畜産物加工研修センター管理費１,６２４万１,０００円。職員の給

料、手当、それから共済費、これは例年どおりの計上でありまして、賃金で１４９万１,

０００円、この中には研修補助員、人材育成の一環ですけれども、金額が小さいのです

が、１４万５,０００円ほど、この度計上させていただきました。

それから、１１節需用費４８３万２,０００円、消耗品費で１６２万４,０００円です

が、施設管理用で３６万円、ジャーキー用で２９万３,０００円、しぐれ煮用で２７万６,

０００円、生乳用で４４万５,０００円、新製品などで２５万円の、合計１６２万４,００

０円であります。

それから、役務費から委託料、使用及び賃借料は、現行どおりの計上であります。

原材料費１３２万円ですが、鹿肉７７万円、生乳４５万円、研究用で１０万円の内訳と

なっております。

２項林業費１目林業振興費４,６２７万６,０００円で、前年度より３,１６９万３,００

０円ほどの減額となっております。要因としては、１３節委託料で４０９万５,０００円

の増、工事請負費で１,４７８万９,０００円の減額、１９節で２,０９４万２,０００円の

減額、合わせて３,１６３万６,０００円の減額であります。

１節報酬は、林業振興委員会の１回分、７節賃金１２万８,０００円、それから旅費の

普通旅費３万４,０００円、消耗品費３６万４,０００円のうちの２８万５,０００円、１

３節委託料の小規模治山事業測量設計４０９万５,０００円、１４節の複写機使用料１０

万８,０００円、それと車両借上料１４万１,０００円、それと１５節工事請負費１,１４

９万５,０００円は、小規模治山事業岡山地区に係る１,６２８万６,０００円の予算とな

ります。参考資料、ナンバー４５に箇所図をつけておりますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。

それから、需用費で消耗品費３６万４,０００円のうち６万５,０００円、それから食料

費１万６,０００円、印刷製本費８,０００円。それから１２節保険料の傷害保険７,００

０円。それから１３節委託料の施設周辺整備４万４,０００円は、町民植樹祭に係る経費

１３万８,０００円であります。

１９節２,９４９万３,０００円ですが、負担金については例年どおりの計上、森林整備
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担い手対策推進事業１６９万６,０００円は、５５人分を見ております。

それから、補助金、退職金共済制度加入促進事業１１７万８,０００円は、６４人分。

民有林造林促進事業１,４６７万８,０００円は、資料ナンバー４６をつけておりますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。

林業長期就労促進担い手対策事業１５万８,０００円は、３名分を見ております。

それから、未来につなぐ森づくり推進事業１,１５２万円は、資料ナンバー４６を後ほ

どごらんいただきたいと思います。

２目の狩猟費５９０万円。賃金７６万９,０００円、報償費４４３万４,０００円、需用

費１３万１,０００円、役務費で５６万６,０００円の計上であります。

役務費の中で、大型動物処理手数料３７万３,０００円とありますが、実は、鹿の残渣

について、２６年度までは銀河クリーンセンターに入れて小動物焼却機でやっていたので

すが、小動物焼却機の傷みがひどくて、２７年度から受け入れできないということが決定

されております。したがって、芽登の産廃処分場のほうに搬入するという経費でございま

す。

賃金７６万９,０００円のうち５８万３,０００円がその搬入に係る賃金、燃料費、需用

費の１０万９,０００円、それから大型動物の処理手数料３７万８,０００円、合わせて芽

登の産廃場に運ぶ経費は１０６万５,０００円となります。

３目の林道新設改良費６,０５２万３,０００円。ここは、ポントマム川沿線改良工事

１,５９４万円、これは２５年度からの事業でありまして、２７年度が最終年となりま

す。資料ナンバー４７をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それと林道管理事業、東トマム高台線ほかで７７６万３,０００円、林道法面補修工事川

向勲祢別線ほかで３２１万７,０００円。林業専用道勲祢別線３,３６０万３,０００円、

これは２６年度から実施しておりまして、２８年度までの３年計画の事業であります。資

料ナンバー４８をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

なお、賃金２５万６,０００円、旅費３７万３０００円のうち３万４,０００円、需用費

１５万７,０００円、１４節使用料及び賃借料１８万１,０００円、工事請負費の一番下、

林道改良工事１,５３１万２,０００円、これは６００メーターになりますけれども、これ

はポントマム川沿線に係る予算となります。

それから、旅費の３７万３０００円のうち３３万９,０００円と１３節の用地確定測量

１,１８８万円、それと工事の林道開設工事２,１３８万４,０００円は、林業専用道勲祢

別線に係る予算となります。

○議長（宮川 寛君） ちょっと、とめてください。

昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、１１１ページ、商工費から説明をさせていただき

ます。

７款商工費１項商工費１目商工総務費。この科目は、職員人件費だけであります。給

料、職員手当、共済費であります。

２目商工振興費１億９１万６,０００円の今年度計上でありまして、報償費、１９節負

担金補助及び交付金も例年どおりでありますけれども、１１３ページの商工振興事業２,

５７５万９,０００円ですが、これは商工会の運営補助金が２,４６７万円、これについて

は資料ナンバー４９をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。そ

れとあわせて、活性化施設の共有部交流スペース分の運営補助金が１０８万９,０００円

の内訳となっております。

それから、２１節の貸付金７,０００万円、信用保証協会への貸し付けであります。

３目の観光費２,２４３万４,０００円の計上でありまして、今年度から観光推進専門

員、４月１日から雇用予定でありまして、その賃金、共済費、旅費で４５６万２,０００

円の予算計上もあります。共済費、それから賃金、それから旅費の６９万９,０００円の

うち２６万５,０００円が観光推進専門員であります。それから、残りの４３万４,０００

円の旅費については、２６年度から実施しておりますけれども、町、観光協会、振興公社

と一体となって、都市圏あるいは札幌などに観光ＰＲですとか、産品の販売などに行くと

いう旅費でございます。

それから、１１節需用費、これは例年どおりの計上でありますし、役務費、委託料も例

年どおりの計上であります。

１９節の負担金補助及び交付金１,３８２万４,０００円。これも例年どおりの計上であ

りますけれども、昨年より４０万円ほど落ちておりますけれども、これはパッチ大会２回

分が２７年度には実施しないということで、未計上であります。

それから、４目の公園費６７４万６,０００円。これは需用費から役務費、委託料、そ

れから１４節使用料及び賃借料、原材料費は、例年どおりの計上。

それから、５目の消費者対策費１２４万４,０００円ですが、これも報償費、旅費、需

用費、委託料、１９節負担金補助及び交付金も、例年どおりの計上であります。

８款土木費１項土木管理費１目の土木総務費４,５２１万７,０００円の計上であります

が、比較で１,１１５万７,０００円ほどふえておりますが、これは職員の人件費分の増で

あります。給料、職員手当、共済費、それから次のページの旅費、需用費、委託料、負担

金補助及び交付金については、例年どおりの計上。

２項の道路橋りょう費１目の道路橋りょう総務費１,６０６万６,０００円の計上であり

まして、この科目は建設課車両９台の維持管理が主な予算計上であります。需用費、役務

費、委託料、公課費、これは例年どおりの計上であります。

２目の道路維持費１億３,１６９万円の計上であります。７節賃金、需用費は例年の計
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上ですけれども、役務費において大型動物処理手数料、これは鹿１０頭分の処理手数料を

先ほど林業費のほうで説明しましたけれども、芽登の処分場のほうに残渣分を運んで処分

をするということで、３万円の計上であります。

１３節委託料９,３２０万５,０００円の内訳として、道路維持管理費で２,２４７万１,

０００円、道路維持補修１,３９２万６,０００円、それから三つ飛んで、路面補修１,８

８６万６,０００円、縁石取替１,３１９万円。これは資料ナンバー５０－１に事業一覧を

添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、区画線設置３８１万円、それから路面補修１,８８６万６,０００円、縁石取

替１,３１９万円、１５節の町道法面補修工事９８３万７,０００円については、過疎ソフ

ト事業ということで、過疎債のソフト分を充当しております。

１５節工事請負費３,１７７万５,０００円。これについては、５０－１、２に事業一覧

がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

３目の橋りょう維持費３,０８０万４,０００円。旅費は、例年どおりの計上でありま

す。

委託料１,３８６万円。９７１万４,０００円の前年度からの増となります。測量試験費

ということで１,３８６万円。これは、町道２路線の２橋の測量試験費でありまして、工

事は２８年度以降に実施予定であります。

それから、１５節工事請負費１,６７４万円。橋りょう補修工事１,６７４万円は、若葉

橋の改修工事になります。これも、資料ナンバー５１に箇所図をつけておりますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、４目の道路新設改良費３,４０１万４,０００円ですが、これは町道川向伏古

丹連絡線１５０メートルの改良に係る予算計上であります。資料ナンバー５２をつけてお

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。賃金から工事請負費まで予算を計

上しております。

それから、５目の街路灯費６０８万８,０００円。これは需用費で光熱水費、電気料で

すけれども５４２万５,０００円。これは、街灯１９４基分の予算計上であります。

それから、３項河川費１目の河川総務費。需用費から負担金補助及び交付金は、例年ど

おりの計上となります。

それから、４項住宅費１目の住宅管理費２,３８６万８,０００円。９節の旅費、需用

費、役務費は、例年どおりの計上であります。

委託料で１２９万６,０００円、施設設備保守管理７０万９,０００円。これは第１、第

２若葉団地、共栄団地、３棟８戸分の共用部分の窓ガラスの清掃の業務であります。

それから、１５節工事請負費１,２０３万６,０００円。これは、公営住宅改修というこ

とで８０９万２,０００円、第２新町、第２若葉団地、上斗満団地、５棟２３戸分の給湯

器の更新。それから、外構改修工事３９４万４,０００円は、つつじヶ丘団地の外構改修

であります。
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２目の住宅建設費４,７９０万６,０００円。これは、新町団地Ｍ棟の１棟２戸の建設事

業費であります。資料ナンバー５３に箇所図をつけておりますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。

旅費から需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、公課費の計上であります

が、工事請負費で、まず新町団地Ｍ棟１棟２戸分が４,２１０万８,０００円、それから外

構工事、これは新町団地ですけれども５２４万円となります。

それから、５項下水道費１目の下水道費７,５３５万７,０００円。これは、２８節操出

金でして、公共下水道事業特別会計への繰出金となります。

それから、９款消防費１項消防費１目の消防費１億５,１２１万９,０００円の計上であ

りますが、５,７９３万３,０００円の減額となっております。２６年度においては、水槽

つきポンプ車を購入しておりますが、その事業費が６,７９７万５,０００円の減額。それ

と２７年度において、消防署職員１名を採用予定でありますので、その人件費８５０万

３,０００円、それを引いた５,９４７万２,０００円が主な要因となります。内訳ですけ

れども、池北三町行政事務組合（消防分）で１億５,０４３万８,０００円。詳細な資料に

つきましては、予算書の１６７ページから１７０ページにありますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。

それから、とかち広域消防事務組合７８万１,０００円。これは、広域消防本部の共通

経費の負担金でありまして、まず議会費、議会の議員、陸別町は１名ですけれども、それ

が１万４,０００円。それから、本部の経費が７６万７,０００円となります。この負担割

合としては、議会費、本部事務費とも均等割が２０％、議会費のほうは議員定数等人口割

で８０％、本部事務費のほうは、人口割が８０％となっています。とかち広域消防事務組

合の議員は３８名ですが、その半分１９名は各市町村から１名、その半分１９人は人口に

よる配分によるものであります。

なお、町長は、この組合の副管理者となる予定となります。

それから、２目災害対策費８６万６,０００円。報酬、報償費、需用費、役務費、委託

料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金、これは例年どおりの計上となります。

１０款教育費１項教育総務費１目の教育委員会費１７５万８,０００円。報酬、旅費、

交際費、需用費、負担金補助及び交付金は、例年どおりの計上。

２目の事務局費７,０４２万１,０００円。１,０６９万６,０００円の減額となっており

ますが、職員１名が退職するということで、その人件費４９１万円の減、教員住宅実施設

計の委託料が６１７万円の減額、合わせて１,１０８万円の減額が主な要因であります。

給料、職員手当、次のページの共済費、これも職員の人件費でありまして、９節の旅

費、需用費、役務費、原材料費、１９節の負担金補助及び交付金までは、例年どおりの計

上であります。

２１節の貸付金１３２万円。これは奨学資金ですけれども、高校生２名、大学生４名を

予定しております。
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３目の教育振興費１,００８万２,０００円。報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用

費、役務品、委託料、１９節の負担金補助及び交付金は、全て例年どおりの予算計上とな

ります。

それから、４目のスクールバス運行管理費２,９１２万８,０００円。１１節から役務

費、委託料、これも例年どおりの計上であります。

５目の教育研究諸費４５万７,０００円ですが、報酬、旅費、需用費、負担金補助及び

交付金は、例年どおりの予算計上と。

それから、２項の小学校費１目学校管理費１,９３１万円の計上であります。報酬、需

用費、役務費、委託料は、例年どおりの計上であります。

次のページ、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金まで

も、例年どおりの計上となります。

２目の教育振興費８１６万３,０００円。需用費１９９万１,０００円ですが、消耗品費

で１８７万４,０００円と、前年度より８３万３,０００円ほど消耗品でふえております

が、これは２７年度において教科書の改訂が行われるということで、教師用の指導書を購

入する予算８３万４,０００円が入っております。

それから、役務費、委託料、備品購入費は、例年どおりの計上となっております。

小学校のコンピューターを２５年度、２６年度で更新しましたので、前年度から見ると

備品購入費で３３２万９,０００円ほど減額となっております。

それから、１９節負担金補助及び交付金で、給食費補助事業９５人の２４０円掛ける２

００食、４５６万円ですが、特定財源の中に地方債が３２０万円ございますが、これは過

疎ソフト債を充当するという内容であります。

それから、３項中学校費、１目学校管理費１,９３６万９,０００円。これは職員人件費

１名分の大きな減額がありまして、需用費、それから役務費、これは例年どおりの計上で

ありますし、委託料７４４万９,０００円で、３９５万２,０００円ほどふえております。

委託料で清掃業務で８０万９,０００円。これは窓ガラス、トイレ、床などの清掃業

務、それから施設整備７７万円は、グランドの草刈りが５０万１,０００円、それから普

通教室窓ガラスの戸車の交換２６万９,０００円が内容となっております。それから、学

校管理委託業務４４２万６,０００円であります。

使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金は、例年どおりの計上となりま

す。

２目の教育振興費５６５万８,０００円ですが、需用費、役務費、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費は、例年どおりの計上です。

１９節負担金補助及び交付金で３１９万円。給食費補助事業、これは５５名掛ける２０

０食の２９０円であります。これも、地方債が２２０万円ございますが、過疎ソフト事業

債を財源として充当となります。

それから、４項の社会教育費１目の社会教育総務費。社会保険料６８万円、賃金で４１
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９万４,０００円、嘱託職員の賃金、期末勤勉手当、指導員賃金、この指導員賃金は社会

教育指導員分であります、５３万５,０００円。臨時指導員賃金１４２万９,０００円。

まず賃金の４１９万４,０００円ですが、上の嘱託職員分の賃金、それから一番下の臨

時指導員賃金は、学童保育所に係る賃金ですけれども、学童保育所は法の改正によりまし

て、保育士の資格を持っている方が常時２名配置されることが条件となっているようであ

ります。それとあわせて、２６年度までは１年生から３年生まででしたけれども、２７年

度からは６年生まで拡大されているということで、常時２名の体制の確保が必要だという

ことになります。

学童保育所については、２６年度から保育士１名、職員を配置しておりますが、２６年

度末までは保育士１名とパートで体制を組んでいたわけです。２７年度の学童保育所の利

用について希望をとったところ、３０名の利用希望があるということであります。した

がって、常時２名体制を確立するということで、職員１名と嘱託職員１名、それと代替の

パート分の予算を見ているところであります。

なお、保育時間については、５時から６時１５分まで延長するということになります。

それから８節報償費、旅費、需用費、役務費、これについては例年どおりですが、需用

費で食糧費９４万１,０００円、学童保育９１万５,０００円がこの中に入ってございま

す。

ちなみに、２６年度当初では、学童保育所は２０名で予算を、食糧費などを見ておりま

した。したがって、１０名ほど増ということになります。

それから、次のページ委託料は、例年どおりの計上。

備品購入費で５８万６,０００円。これは学童保育所でありまして、先ほど利用申し込

みが３０名ということで、１０名程度前年度からふえるわけですが、それによって教室の

配置がえなどが伴ってきますので、それに係る備品関係の購入になります。

それと、教材用備品として、折り畳み式卓球台ですとか、竹馬ですとか、パズル式輪投

げなどの備品６万円となります。

それから１９節負担金補助及び交付金１９２万３,０００円、これらは例年どおりの計

上でありますけれども、海外研修、冒険・体感ｉｎとうきょうは、６月議会への先送り。

それから、芸術文化鑑賞も６月への先送りとなっています。

それから、２目の公民館費１,１８６万４,０００円ですが、報償費、需用費、役務費、

委託料、これは例年どおりの計上でありますけれども、委託料の中で、設備改修８２万

８,０００円、これは男子トイレの小のほうの便器２個を取りかえる業務８２万８,０００

円であります。

それから、使用料及び賃借料も例年どおりの計上、備品購入費も同様であります。負担

金補助及び交付金も同様であります。

それから、３目の文化財保護費１７８万８,０００円。報酬、共済費、賃金、旅費、需

用費は例年どおりの計上であります。委託料１２３万６,０００円、施設周辺整備１０６
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万９,０００円ですが、これの中身としては、ユクエピラチャシ跡の草刈りが６８万円、

それから網走本線開通記念碑の看板移設設置費が３８万９,０００円であります。この網

走本線開通記念碑を設置したのは、今も現存する旭川市内の業者でありまして、創立１２

０周年記念事業として移設費用をこの設置した会社が見るということであります。した

がって、町はその看板をつくると。その分が３８万９,０００円であります。場所として

は、陸別から川上に向かったところの第１５利別川橋梁、鉄橋過ぎてからカーブを上がっ

て直線に入りますけれども、そこのカーブからちょこっと上がったところから入る沿道の

縁にある建物です。ブロックの建物があると思うのですけれども、あの向こう側です。今

はそこにあります。その費用であります。

それから、負担金補助及び交付金は、例年どおりの計上であります。

５項の保健体育費１目の保健体育総務費２９９万９,０００円。報酬、報償費、旅費、

需用費、負担金補助及び交付金までは、例年どおりの計上。

２目の体育施設費１,５６０万２,０００円の計上でありまして、旅費、需用費、役務

費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費は、例年どおりの計上であります。

備品購入費３２万８,０００円。これは町民運動場のホームランネットと刈り払い機１

台、それと町民プールの備品関係、ベンチですとか、子供用のライフジャケット、大人用

のライフジャケットなど３２万８,０００円の計上です。

それから３目学校給食費、４月１日からスタートをするわけですけれども、詳細な予算

科目ごとの説明については、資料のナンバー５４－１、２につけておりますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思いますが、給料、手当、共済費の地方公務員災害補償基金まで

は、職員２人分の予算計上であります。

それから、その他の共済費、社会保険料３１０万１,０００円。それから７節の賃金１,

４８０万７,０００円。これは嘱託職員、管理栄養士１名分、それから調理員の主任１

名、副主任２名に係る７節の賃金と、それから臨時調理員賃金、これは３人分ですけれど

も３８９万４,０００円であります。

あと、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金につ

いては、給食センターの維持管理に係る経費でして、今言った６,２５０万円８,０００円

のうち職員人件費というのが１,９０２万８,０００円ございます。その６,２５０万円８,

０００円から１,９０２万８,０００円を控除した４,３４８万円が給食センターの維持管

理に係る経費ということになります。

それで、協議会でも御説明しましたけれども、この維持管理費において、特定財源の内

訳ですが、その他の財源３,４５７万２,０００円の中には基金からの繰入金２,０５０万

円が含まれております。合わせて、小中学生の補助金、負担金が９９６万７０００円と、

教員などの有償分２６０万７,０００円、社会保険料１４９万８,０００円が特定財源とな

ります。したがって、一般財源としては４,３８０万円の経費のうち８９０万８,０００円

が維持管理費のうちの一般財源と、それと職員の人件費分１,９０２万８,０００円、合わ
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せて２,７９３万６,０００円が一般財源ということになります。

１１款災害復旧費１項の農林水産業施設災害復旧費１目の農業用施設災害復旧費、２目

の林業用施設災害復旧費は、それぞれ旅費、需用費については、例年どおりの計上。

２項の公共土木施設災害復旧費１目の道路橋りょう災害復旧費。旅費、需用費、負担金

補助及び交付金については、例年どおりの計上であります。

１２款公債費１項公債費１目の元金４億９,５５０万６,０００円。これは地方債の元利

償還金であります。

２目の利子５,２２９万４,０００円。この中には、一時借入金の利子５４万３,０００

円も入ってございます。

地方債現在高見込み調書は、１６１ページにございますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。

１３款予備費は、４００万円の前年同額であります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、１１ページをお開きください。

１１ページ、歳入であります。

１款町税１項町民税１目個人、本年度９,９３３万１,０００円の計上であります。１２

月補正額から見ると９５.８％の計上であります。前年度当初と比較すると１７５万６,０

００円の増、１.８％の増となります。現年課税分で９,９１５万４,０００円、当初予算

比較では２６年度から１.８％の増と。これは、理由としては所得の増が見込まれるとい

うことであります。

それから、滞納繰越分１７万７,０００円。

２目法人が１,２４１万９,０００円。当初比較で前年度と比較すると９６.２％の計上

となります。

それから、２項固定資産税１目の固定資産税１億４,３６１万円で、前年度から見ると

１.１％の減額となります。１２月補正後の額と比較しますと５.２％の減となります。ち

なみに、２７年度においては、評価がえの年でありまして、減額が見込まれるということ

であります。

現年度課税分で１億４,３５２万８,０００円、滞納繰越分で８万２,０００円。

それから、２目国有資産等所在市町村交付金６７５万４,０００円で、３４万３,０００

円の増となります。

３項軽自動車税１目軽自動車税は、５２４万４,０００円で４５万６,０００円の増。現

年度分で５２４万円。１,２０５台を見ております。

滞納繰越分は、４,０００円となります。

４項町たばこ税１目町たばこ税２,０６６万１,０００円で、前年度比で１８２万４,０

００円の減額。率でいきますと８.１％の減となります。要因は、やっぱり禁煙の方がふ

えてきているということで、販売量も少なくなっているということで、本数としては３３

万３,０００本、４００本程度落ちていることになります。
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２款地方譲与税１項自動車重量譲与税１目の自動車重量譲与税５,２１５万４,０００円

の計上。

２項の地方揮発油譲与税１目の地方揮発油譲与税２,２９４万４,０００円の計上。

３款利子割交付金１項の利子割交付金１目の利子割交付金６８万１,０００円の計上。

４款配当割交付金１項配当割交付金１目の配当割交付金５９万３,０００円の計上。

５款の株式譲渡所得割交付金１項の株式譲渡所得割交付金１目の株式譲渡所得割交付金

８１万円の計上。

６款地方消費税交付金１項地方消費税交付金１目の地方消費税交付金３,１５０万３,０

００円の計上であります。説明欄では、地方消費税交付金として２,６１８万４,０００

円、社会保障財源交付金５３１万９,０００円であります。これは、消費税率の引き上げ

に伴いまして、地方税法に、消費税の引き上げ分については社会保障財源交付金に充当し

なさいということが明記されております。したがって、社会福祉、社会保障、保健衛生の

ほうに充当ということになります。

それから、７款自動車取得税交付金１項自動車取得税交付金１目の自動車取得税交付金

１,０００万円、前年と同額の計上であります。

８款地方特例交付金１項の地方特例交付金１目の地方特例交付金３３万６,０００円の

計上となります。

それから、９款地方交付税１項地方交付税１目の地方交付税２０億９,８７９万２,００

０円の計上でして、前年度より５,８５４万５,０００円の減となります。普通地方交付税

については１９億１,８７９万２,０００円で、前年度当初と比較すると９７％となりま

す。特別地方交付税については１億８,０００万円、前年度同額であります。

１０款交通安全対策特別交付金１項交通安全対策特別交付金１目の交通安全対策特別交

付金５４万５,０００円。これは、交通違反の反則金が原資となって交付されるものであ

ります。

１１款分担金及び負担金１項分担金１目の農林水産業費分担金３６０万円。農業費分担

金、農業競争力基盤整備事業分担金であります。これは、道営農業基盤整備事業の負担金

となります。

それから、総務費分担金は、廃目。

１１款分担金及び負担金の２項負担金１目民生費負担金３６６万７,０００円は、老人

福祉費負担金。老人福祉施設入所措置等徴収金、町外養護老人ホーム入所者９人分の負担

徴収金であります。

それから、１２款使用料及び手数料１項使用料１目の総務使用料３,６７６万６,０００

円。１節行政財産使用料で７３１万１,０００円であります。内容としては、ここの説明

欄に記載のとおりの内容であります。

それから、３節タウンホール使用料は１０万３,０００円。

４節ふるさと交流センター使用料１,３２６万１,０００円で、これは前年比２９３万
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４,０００円ほど落ち込んでおります。利用者の減が要因であります。

それから、５節の銀河の森宇宙地球科学館等使用料１,６０９万円。宇宙地球科学館入

館料２８３万８,０００円、宇宙地球科学館設備等使用料が１７万４,０００円でありま

す。コテージ等使用料１,３０７万８,０００円、これは利用者の増に伴うものでございま

す。

２目民生使用料１,０９５万６,０００円。１節老人福祉使用料、高齢者福祉施設使用

料、福寿荘、６室６人分であります。

２節の児童福祉使用料８１６万円。これは保育料でありまして、２歳児が１０人、３歳

児が２２人、４歳児１８人、５歳児１３人、６３人分の保育料となります。

３節の福祉住宅使用料７２万円。これは、からまつ荘６戸分の使用料であります。

３目の衛生使用料１節の保健衛生使用料、公衆浴場使用料２３５万７,０００円、墓地

使用料が１万円。

２節水道使用料、小利別地区の専用水道３９０万円であります。

４目農林水産使用料５３２万６,０００円。１節農林水産使用料１２万６,０００円で、

加工センターの使用料。

それから、２節営農用水使用料５２０万円。これは営農用水使用料で、上陸別地区が３

００万円、トラリ地区が２２０万円であります。

５目の商工使用料４万円は、公園使用料であります。

６目土木使用料７,０６５万７,０００円は、１節道路橋りょう使用料で、道路占用料が

２３７万１,０００円。

２節の河川使用料は、５万５,０００円。

３節住宅使用料６,８２３万円で、公営住宅使用料が３,７５２万９,０００円。前年度

より７６万７,０００円ほどふえております。改良住宅使用料が８７３万２,０００円で、

前年度より２９万８,０００円ほど落ち込んでおります。特定公共賃貸住宅使用料２,１６

３万円は、前年度より１３８万６,０００円ほどふえております。改良貸付住宅使用料は

３３万９,０００円で、前年度より７万７,０００円ほどふえております。

４節集会所使用料は、科目存置になります。

７目の教育使用料１節の社会教育使用料４万９,０００円。内訳は、説明欄のとおりで

あります。

２節資料館使用料、関寛斎資料館入館料１２万２,０００円であります。

３節学童保育所使用料２５２万円、３０人分を見ております。

それから、２項手数料１目総務手数料１５１万１,０００円。総務手数料１５１万１,０

００円、これは例年どおりの説明欄に記載のとおりの予算計上であります。

２目衛生費手数料ですが、これも例年と同様の計上となります。

水道手数料、新設工事審査手数料、これは前年同額。

３目農林水産手数料、営農用水手数料も前年同額であります。
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１３款国庫支出金１項国庫負担金１目の民生費負担金１億５３８万７,０００円。１,４

３５万３,０００円ほどふえております。

１節社会福祉費負担金８,６５９万３,０００円。これは１,３１１万５,０００円ほど前

年よりふえております。国民健康保険事業保険基盤安定負担金１５５万円は、国保税の軽

減分の保険者支援分３１０万円の２分の１分。障害者介護給付費負担金４,３６９万６,０

００円。それからその下、障害者訓練、身体障害者自立支援、身体障害者補装具交付、こ

れらについてはそれぞれ２分の１分の計上となります。それから、障害者相談支援費負担

金９４万７,０００円は、利用者５７名分の予算でありまして、２分の１分の国庫負担と

なります。

それから、２節の児童福祉費負担金１,８７９万４,０００円であります。この科目は、

ほとんどが児童手当にかかる国の負担金でありまして、被用者児童手当負担金、以下、特

例給付、非被用者児童手当、被用者小学校修了前、非被用者小学校修了前、下から２番目

の、中学修了前の負担金、これが児童手当に係る分です。中ほどの障害者介護給付費負担

金４０万２,０００円、それから身体障害児補装具、障害者育成医療費負担金、それから

一番下の、障害児相談支援費負担金、これは利用者６名分ですが、それぞれ国の負担分２

分の１分の負担金の予算計上であります。

それから、２目衛生費負担金は、科目存置となります。

２項の国庫補助金１目の総務費補助金１,０６０万円。まず、総務管理費補助金１,０６

０万円は、マイナンバー制度、社会保障・税番号制度導入整備補助金。

それから、２目民生費補助金１節の社会福祉費補助金１０２万１,０００円。これは、

地域生活支援事業で２分の１分であります。

それから、２節児童福祉費補助金４５０万円。これは保育緊急確保事業費補助金であり

まして、へき地保育所運営分の補助金であります。

それから、３目土木費補助金３,９１６万円。１節の道路橋りょう費補助金２,００２万

円は、橋りょう長寿命化修繕事業交付金でして、若葉橋の改修、新恩根内橋と弥生橋の調

査設計に係る補助金。

２節の住宅費補助金１,９１４万円は、社会資本整備総合交付金で、公住の新町団地１

棟２戸分の補助金となります。

４目の教育費補助金、１節教育総務費補助金１８万６,０００円。これは学校支援地域

本部事業補助金。

２節小学校費補助金は、特殊教育就学奨励費補助金１万１,０００円です。

それから、３項の委託金１目の総務費委託金１節の総務管理費委託金、これは記載のと

おり１３万７,０００円で、自衛官、中長期在留者居住地届出事務、気象観測の例年どお

りの計上です。

それから、２目民生費委託金１節の児童福祉費委託金。これは、科目存置。

２節国民年金費委託金１１８万円。これは、例年どおりの計上となります。
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１４款道支出金１項道負担金１目の民生費負担金７,００１万円。１節の社会福祉費負

担金６,５４６万９,０００円です。２行目の国民健康保険事業保険基盤安定負担金１,０

７５万円は、国保税の軽減に係る財政支援分１,３３０万円の４分の３、９９７万５,００

０円と保険者支援分３１０万円の４分の１、７７万５,０００円の内訳となります。それ

から、後期高齢者医療保険基盤安定負担金１,１０６万２,０００円は、後期高齢者会計へ

の繰出金の財源となります。それから、障害者介護から障害者訓練、身体障害者自立支

援、身体障害者補装具交付、障害者相談支援費負担金、これらはそれぞれ４分の１ずつの

負担割合に基づく道の負担金でありまして、障害者相談支援負担金については、利用者５

７名分の４７万３,０００円となります。

２節の児童福祉費負担金４５４万１,０００円は、これは児童手当に係る分が主なもの

でございます。障害者介護給付費負担金、身体障害児補装具、障害者育成医療、一番下

の、障害児相談支援負担金、これもそれぞれ４分の１分の道の負担金となります。障害児

相談支援費負担金は、利用者５７名分に係るものであります。

衛生費負担金は、科目存置となります。

２項の道補助金１目の民生費補助金１,００９万４,０００円。１節社会福祉費補助金で

すが６５９万４,０００円で、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療、乳幼児医療補助。

それから地域生活支援事業費補助金４１万６,０００円は、４分の１分の道の補助金とな

ります。

それから、２節児童福祉費補助金３５０万円。これは、保育緊急確保事業費補助金でし

て、へき地保育所運営分の補助金となります。

２目の衛生費補助金、保健衛生費補助金。これは、健康増進事業費補助金とがん検診推

進事業補助金。

それから、３目の農林水産業費補助金１億５９８万６,０００円は、１節の農業費補助

金で５,７４２万７,０００円。農業委員会活動促進事業補助金から経営所得安定対策直接

支払推進事業補助金までは、例年どおりの計上です。その下の、新規就農総合支援事業補

助金７５万円、これは青年就農交付金の１人分の下半期分。それから食料供給基盤強化特

別対策事業７０万円は、パワーアップ事業に係る分の補助金となります。

それから、２節の林業費補助金４,８５５万９,０００円は、ここに記載のとおりの補助

金となります。小規模治山事業補助金７５０万円は岡山地区、それから林業専用道勲祢別

線開設事業１,４７９万円であります。

４目の商工費補助金１０６万５,０００円は、消費者対策費の補助金となります。

３項委託金１目の総務費委託金８１９万５,０００円は、１節の総務管理費委託金で９

万４,０００円。これは権限移譲に係る分。

２節の徴税費委託金３３７万５,０００円は、道民税徴収の委託金。

３節の戸籍住民基本台帳費委託金１万１,０００円は、これも厚生調査、電子署名認証

事務の委託金となります。
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４節の統計調査費委託金２６１万８,０００円は、統計調査費委託金であります。

それから、５節選挙費委託金２０９万７,０００円は、知事道議会議員選挙の委託金。

それから、２目の衛生費委託金１節の保健衛生費委託金１万６,０００円は、公害防止

事務と浄化槽設置に係る委託金。

２節の清掃費委託金１万６,０００円は、ここに記載のとおりであります。

３目の農林水産業費委託金１０万５,０００円、１節農業費委託金３万円、２節の林業

費委託金７万５,０００円は、ここに記載のとおりの委託金。

４目商工費委託金は、商工会法関係の許認可事務委託金１万８,０００円。

それから、５目土木費委託金、土木管理費委託金３８万２,０００円は、陸別川樋管管

理委託と建築確認調査事務委託となります。

それから、１５款財産収入１項の財産運用収入、１目財産貸付収入４,３８６万８,００

０円。これは、普通財産の貸し付けに係る収入となります。

１節土地建物貸付収入で２,７１９万７,０００円。土地貸付収入で２８７万３,０００

円、前年度より１８４万７,０００円ほど伸びております。総務課の管財分で２７６万５,

０００円、商工関係で３万４,０００円、農業関係で７万２,０００円、林業関係で２万

円。職員住宅、貸付住宅、産業振興住宅、教員住宅、貸付建物、移住促進住宅６０万円。

それと歳出で説明しました定住促進住宅貸付収入、これは旭町の森林管理署４戸分です

が、５月１日からということで、１戸当たりの家賃を月３万円としまして、４戸１１カ月

分、１３２万円であります。

２節の通信設備貸付収入８５５万３,０００円は、光ファイバー網貸付収入でありまし

て、２６年度当初においては４２０件で見ましたが、今年度当初においては４４０件と、

２０件増となっております。

それから、３節の機械器具等貸付収入８１１万８,０００円。農業用機械貸付収入、こ

れはコントラへの貸付収入でありまして８１１万８,０００円。これは、いきいき産業支

援基金に積み立てとなります。

２目の利子及び配当金６４６万８,０００円。利子及び配当金ですが、これは記載の各

基金の利子となります。

２項財産売払収入１目不動産売払収入、土地売払収入と建物売払収入は、科目存置とな

ります。

２目の物品売払収入７３６万７,０００円。生産物売払収入ですが、町有林の素材売払

１８万２,０００円、町有林の立木売払７１８万５,０００円です。

１６款寄附金１項寄附金１目一般寄附金については、科目存置。

１７款繰入金１項基金繰入金１目の財政調整基金繰入金１億２,０００万円。

２目のいきいき産業支援基金繰入金６,８３０万円は、説明欄記載の事業にそれぞれ充

当するための取り崩しとなります。

それから、３目のふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金１,１２０万円。これも説



― 40 ―

明欄記載の事業に充当となります。

それから、４目町有林整備基金繰入金５９０万円。町有林管理事業に充当。

それから、５目地域福祉基金繰入金３,０７０万円は、老人福祉関係補助金、デイサー

ビスセンターの運営補助金８１０万円と、緊急通報システム、これは消防署設置の機器の

更新でありますが２２０万円。それから、介護保険事業特別会計操出金２,０４０万円で

あります。

６目の公共施設等維持管理基金繰入金４,３２０万円は、１１の事業に係る取り崩しと

なります。

７目学校給食センター管理運営基金繰入金２,０５０万円。学校給食事業の給食セン

ターの維持管理費に充当となります。

それから、１８款繰越金。これは１,０００万円、前年度同額を計上しております。

１９款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目の延滞金、町税延滞金８万円。

２目の加算金。これは、科目存置となります。

それから、２項の町預金利子１目の町預金利子３７万４,０００円。

それから、３項の貸付金元利収入１目の家畜導入貸付金収入３,７９１万円。これは優

良家畜導入貸付金、８月３１日の約定日償還金となります。

それから、２目の貸付金元利収入７,００２万５,０００円。これは、ここに記載の勤労

者融資制度の貸付金利子、民有林振興奨励事業貸付金利子、信用保証貸付金７,０００万

円、それからその利子が１万４,０００円となります。

３目奨学資金貸付金収入。これは償還金ですけれども、高校生２名、大学生５名の償還

５１万５,０００円となります。

それから、４項の受託事業収入１目の土木費受託事業収入１９万７,０００円。道道除

雪の委託。

それから、農業費受託事業収入は、廃目と。

５項雑入１目の滞納処分費は、科目存置。

２目の弁償金２万２,０００円は、ここの説明欄に記載の事業の収入。

３目の雑入４,２０４万３,０００円。１節介護予防支援報酬２５万６,０００円。

それから、２節高齢者福祉施設負担金３３２万６,０００円は、福寿荘６人分の負担金

の収入。

３節学校給食費等１,２５７万４,０００円。小学校４５６万円、中学校３１９万円は補

助金にかかわる分で入ってくる分です。それから、保育所負担金分２２１万７,０００

円。それから職員等で教員ですとか、保育士、センター職員など２６０万７,０００円。

４節電話使用料は、１万４,０００円。これは、説明欄記載のとおりであります。

５節の電気等使用料９万５,０００円。これも記載のとおりであります。

６節雑入２,５７７万８,０００円は、ここの説明欄記載のとおりとなります。

各説明欄記載のものについては、例年どおりの計上となっております。
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それから、３３ページの上から３段目の、加工品等販売代金３０６万２,０００円。こ

れは前年度より４４万円ほどふえております。鹿肉ジャーキーで１６２万円、しぐれ煮で

５６万円、牛乳で８８万２,０００円の内訳となっております。それから、ニトリ北海道

応援基金助成金８６万５,０００円は、町民植樹祭の苗木代ですとか、被害林の苗木代が

８６万５,０００円となります。大会参加料以下は、前年度と同様の計上となっておりま

す。

４目の過年度収入１節の林業費補助金過年度収入１４２万６,０００円。これは、２６

年度作集団地の寒風被害地の造林事業地ごしらえ６.３７ヘクタール分の過年度収入とな

ります。

それから３４ページになりますけれども、２０款町債１項町債１目総務債。過疎地域自

立促進特別事業、これは過疎ソフトとなります。

それから、２目の農林水産業債１節林業債２,６３０万円。岡山地区小規模治山事業７

５０万円、これは一般単独で防災対策となります。それから、林業専用道勲祢別線開設事

業１,８８０万円、これは過疎債となります。

３目土木債の道路橋りょう債４,０６０万円。町道川向伏古丹連絡線改良３,２１０万円

は過疎債、新恩根内橋改修事業１３０万円は辺地債、弥生橋改修事業の２８０万円、これ

も辺地債となります。若葉橋改修については、４４０万円は過疎債。

それから、４目の臨時財政対策債は１億２,２００万円となります。

以上で歳入を終わりまして、７ページをお開きください。

第２表債務負担行為でありまして、平成２７年度陸別町農業近代化資金利子補給、平成

２８年度から平成３６年度まで、６４０万円を限度とします。

それから、２７年度中小企業経営安定資金利子補給、２８年度から３７年度まで、１８

６万５,０００円を限度とします。

第３表地方債。

起債の目的、限度額。

一般単独事業（防災対策事業）、岡山地区小規模治山事業は７５０万円。これは１００

％充当で、１０年据え置きなし、３０％の交付税算入です。

辺地対策事業、４１０万円。新恩根内橋の改修１３０万円、弥生橋改修２８０万円。辺

地債は１００％充当で、１０年償還の２年据え置き、８０％の交付税算入。

過疎対策事業１億２,７２０万円ですが、過疎地域自立促進特別事業、これはソフト事

業です。これは７,１９０万円。

なお、資料のナンバー２６に過疎ソフト事業充当一覧表がございますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。

それから、林業専用道勲祢別線開設工事１,８８０万円。町道川向伏古丹連絡線改良工

事３,２１０万円、若葉橋改修事業４４０万円。

臨時財政対策債１億２,２００万円。これは２０年の据え置き３年で、１００％算入
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と。

それで、過疎ソフトの償還について、今まで１２年というふうにセットで言ってきまし

たけれども、実はこの制度は２３年度から制度化しておりまして、過疎ソフトについては

償還が４年で、据え置きがなしとなります。それで、交付税算入が７０％と、そのように

なります。

以上で、議案第２０号を終わりまして、次、議案第２１号に移ります。

○議長（宮川 寛君） とめてください。

２時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時１５分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第２１号について説明をします。

平成２７年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出予算の流用。

第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、資料ナンバー５５をお開きください。

資料ナンバー５５は、平成２７年度の国保会計予算の前年度比較であります。

まず、歳入で、国保税、一般と退職を合わせた当初予算額は８,０９６万７,０００円で

あります。２６年度当初と比較すると５７万３,０００円ほど増額となっております。

それから、療養給付費負担金６,１８９万７,０００円。前年度と比較すると９１０万

４,０００円の減額となっております。

それから、療養給付費交付金、これは支払基金から来るやつですが、退職医療に主に充

当されますが、１,３０６万５,０００円で２６年度当初と比較すると６万４,０００円ほ

どの増と。

前期高齢者交付金１億１,４８４万４,０００円で、２６年度当初と比較すると１,１１

２万４,０００円ほど増額となります。

それから、共同事業交付金９,３００万円ですが、２６年度当初と比較すると３,１００

万円ほどの増となります。
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歳入合計でいきますと、２７年度当初４億５,２１７万５,０００円ですが、２６年度当

初と比較すると２,９６２万５,０００円ほどの増となります。

歳出ですが、まず、総務費は３９２万６,０００円で、２０万４,０００円ほど増。それ

から療養給付費、２６年度と同額を計上しております。高額・療養費（一般）について

も、２,９１５万円で、前年度と同額を計上しております。

療養給付費（退職）については１,０００万円で、１００万円ほど落としてございま

す。

それから、後期高齢者支援金４,１４０万８,０００円で、２６年度当初と比較すると３

５７万５,０００円ほどの減額となります。

それから、介護納付金１,６５９万３,０００円ですが、２６年度当初と比較すると３０

４万７,０００円の減額。

共同事業拠出金は１億６９３万８,０００円で、２６年度当初と比較すると３,６２４万

４,０００円ほどの増となります。

歳入歳出とも、２６年度の決算見込みから見ると大分落ちておりますが、これは歳出で

も同じことが言えますけれども、年度当初において医療費を増額、実績ベースで見ていく

と財源が何ぼあっても足りないという状況で、一般会計から繰入金がばんばんふえていく

という状況が生まれます。したがって、ある程度、年度当初においては、経常時の予算

ベースで計上していかないと、国保会計の財政がますます悪化していくというようなこと

も出てきますので、医療費の増嵩については、年度途中の状況を勘案しながら補正をして

いくということで、２６年度においてもそのように予算を編成をしてきたところでありま

す。

それでは、予算書の１４ページをお開きください。

１４ページ、歳出であります。

１款総務費１項総務管理費１目の一般管理費２６６万２,０００円で、２５万７,０００

円ほど増となりますが、旅費、需用費、役務費、委託料、積立金は利子分です。例年どお

りの計上となります。

２目の連合会負担金５７万２,０００円も、例年どおりの計上となります。

それから、２項の徴税費１目の賦課徴収費５１万６,０００円の計上です。需用費、役

務費は例年と同様ですが、１９節負担金補助及び交付金３２万９,０００円、十勝圏複合

事務組合、これは、税滞納整理機構への負担金でして、４人分、１１９万９,７００円を

税滞納整理機構に引き継ぐ予定であります。

それから、３項の運営協議会費１目の運営協議会費１７万６,０００円。報酬、共済

費、旅費は、例年どおりの計上。

それから、２款の保険給付費１項療養諸費１目の一般被保険者療養給付費２億２,５０

０万円、前年度と同額の計上となります。

２目の退職被保険者等療養給付費１,０００万円。前年度より１００万円減額となりま
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す。

３目の一般被保険者療養費１１５万円。それから４目退職被保険者等療養費、５目審査

支払手数料、それぞれ前年度と同額を計上しております。

２項の高額療養費１目の一般被保険者高額療養費２,８００万円。それから、２目の退

職被保険者等高額療養費１００万円、これも前年度と同額を計上しております。

それから、３目の一般被保険者高額介護合算療養費、４目の退職被保険者等高額介護合

算療養費、これはそれぞれ科目存置となります。

それから、３項の移送費、１目一般被保険者移送費、２目退職被保険者移送費、これも

科目存置となります。

４項の出産育児諸費１目の出産育児一時金１２６万円。これは、出産３件を見込んでお

ります。

それから、５項葬祭諸費１目の葬祭費１０万円。葬祭費１０件分を見ております。

３款の後期高齢者支援金等１項の後期高齢者支援金等１目の後期高齢者支援金４,１４

０万８,０００円で、３５７万５,０００円ほど減額となっております。これは、医療費拠

出金４,１４０万５,０００円、事務費等拠出金３,０００円ですが、支払基金からのシ

ミュレーションに基づいて概算で計上しております。

なお、これは２７年度の概算額から２年前の概算額との精算額を差し引いた額との差額

を計上しております。

それから、４款前期高齢者等納付金等１項の前期高齢者納付金等１目の前期高齢者納付

金２万２,０００円。医療費拠出金１万９,０００円、事務費等拠出金３,０００円、これ

も前期高齢者支援金と同様の計算方法で予算を計上しております。

それから、５款の老人保健拠出金１項老人保健拠出金１目の老人保健事務費拠出金３,

０００円。

それから、６款の介護保険納付金１項介護保険納付金１目の介護保険給付費納付金１,

６５９万３,０００円。これは、支払基金からのシミュレーションに基づいて予算計上を

しております。これも、２７年度の概算額から２年前２５年度の概算額と精算額を差し引

いた額との差額を予算計上をしております。これは、支払基金に概算額として納付するの

ですけれども、各市町村の介護保険のほうに２９％相当額が入ってくるとそういうことに

なります。介護保険納付金は、第２号被保険者に係る分となります。

それから、７款共同事業拠出金１項共同事業拠出金１目の高額医療費拠出金１,１８４

万５,０００円。これは、国保連からの通知に基づく金額を計上しております。

それから、２目その他事務費拠出金、これは科目存置。

３目の保険財政共同安定化事業拠出金９,５０９万円。医療費拠出金、これも国保連か

らの通知に基づいて計上しております。

それから次のページ、４目の高額医療費共同事業事務費拠出金、５目の保険財政共同安

定化事業事務費拠出金、これは、それぞれ科目存置となります。
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８款保健事業費１項特定健康診査等事業費１目特定健康診査等事業費２７２万５,００

０円。需用費、消耗品費１万８,０００円は、特定健診システム用となります。それから

役務費は前年度と同様の計上、委託料２５３万７,０００円も前年度と同様の計上になり

ます。

なお、健康診査等２４５万６,０００円は、特定健診３００人分を見ております。前年

度が２７０人の計上でありましたので、３０人増で見ております。

それから、２項の保健事業費１目の保健事業費１８７万７,０００円。報償費２万円は

国保のゲートボール大会用。需用費４４万５,０００円は、消耗品で２万円、国保の啓発

用。それから印刷製本費４２万５,０００円は、くらしのカレンダー、チラシなどの印刷

となります。

それから、１２節役務費１７万円は通信運搬費で、医療費の通知、健診の案内などであ

ります。

それから１３節委託料１１６万９,０００円。共同電算業務、これは、医療費通知とそ

の分析に係る委託料。各種予防接種で７８万円ですが、これはインフルエンザの分であり

まして、インフルエンザ予防接種、６５歳から７５歳未満でして、２００人分を見ており

ます。それと、高齢者肺炎球菌のワクチン、５５人分を見ております。合わせて７８万

円。健康診査等２４万６,０００円は、４０歳未満、３０人の健康診査。会場等設営は８

万円、これはふれあい広場のステージ設置に係る委託料となります。

それから、１９節負担金補助及び交付金、予防接種助成金７万３,０００円は、これは

償還払いでありまして、インフルエンザ予防接種分が１０人、高齢者肺炎球菌のワクチン

接種が１０人分であります。

それから、９款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目の償還金２０万円。これは、国

保税の還付金となります。

それから、２項の延滞金１目延滞金、これについては、科目存置となります。

それから、３項繰出金１目の直営診療施設勘定繰出金８２１万８,０００円は、国民健

康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金となります。これは、へき地診療所運営分と

なります。

それから、１０款予備費については３００万円、前年度と同額であります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、９ページに行きます。

９ページ、歳入であります。

１款国民健康保険税１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税７,８４７万

５,０００円。これは、被保数７５２人で算出をしております。２６年度７６０人でした

ので、８人減っております。現年課税分で７,７５６万７,０００円。現年分で１１８万円

ほど前年度から見るとふえております。この算出については、２５年度の実績に基づい

て、電算によるシミュレーションで計算をして、２７年度の見込みを算出しております。

内訳は、説明欄記載のとおりであります。
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滞納繰越分９０万８,０００円。これは、前年度から見ると８万４,０００円ほど減額と

なっております。詳細は、説明欄記載のとおり。

２目の退職被保険者等国民健康保険税、被保数３０人で算出しております。２６年度は

４８人でしたので、１８人のマイナスと。これは６０歳から６４歳までの方です。現年課

税分で２４７万５,０００円、５１万８,０００円ほど前年度から見ると落ちております。

滞納繰越分は１万７,０００円。前年度から見ると５,０００円の減となります。

１０ページ、２款国庫支出金１項国庫負担金１目の療養給付費等負担金６,１８９万７,

０００円。現年度分で６,１８９万６,０００円の計上となります。過年度分は、科目存置

となります。

２目の高額医療費共同事業負担金２９６万１,０００円。前年度から見ると２０２万４,

０００円ほど減額となっております。これは、高額医療費共同事業負担金でして、拠出金

の４分の１分になります。

それから、３目の特定健康診査等負担金３８万６,０００円。これは、特定健診の負担

金３８万６,０００円。これは、北海道からも同額が入ってきます。

なお、概算ですけれども、２６年度の特定健診率は、試算値ですけれども５１％程度と

なっております。

それから、２項の国庫補助金１目の財政調整交付金２,６８７万８,０００円でありまし

て、前年度から見ると１７万１,０００円ほどふえております。普通調整交付金が１,４６

５万８,０００円で、前年度から見ると３８４万５,０００円ほど落ちておりますが、一方

で、特別調整交付金が１,２２２万円で、前年度から見ると４４１万６,０００円の増と。

この中には、直診会計への操出金８２１万８,０００円も含まれております。

３款療養給付費交付金１項の療養給付費交付金１目の療養給付費交付金１,３０６万５,

０００円。これは、退職被保険者の療養給付費に主に充当されます。過年度分は科目存置

となります。

４款前期高齢者交付金１項前期高齢者交付金１目の前期高齢者交付金１億１,４８４万

４,０００円。これは２０年４月からスタートしておりますけれども、当該年度の概算額

から２年前の概算額と確定額を差し引いた額との差額を計上することになります。

ちなみに、２７年度の概算額が１億４８５万８,４３２円となります。２５年度の精算

額というのがマイナスの９９８万６,０６５円であります。この差し引き額１億１,４８４

万４,４９７円となります。

ちなみに、２５年度の概算額というのは、８,４１３万３９２円でして、その確定額と

いうのが９,４１１万６,４５７円であります。したがって、不足する分、マイナスの９９

８万６,０６５円となります。

それから、５款の道支出金１項道負担金１目の高額医療費共同事業負担金２９６万１,

０００円。これは、拠出金の４分の１、国と同額になります。

それから、２目の特定健康診査等負担金３８万６,０００円も国と同額となります。
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それから、２項の道補助金１目の財政調整交付金１,９５０万円。前年度より９０万円

ほどふえております。

６款の共同事業交付金１項共同事業交付金１目の共同事業交付金７５０万円。これは、

国保連からの通知に基づいて計上しております。

それから、２目の保険財政共同安定化事業交付金８,５５０万円。これも国保連からの

通知により計上しております。

それから、７款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金、これは国民健康保険基

金利子１万５,０００円。

８款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金２,９７５万２,０００円、１節保険

基盤安定繰入金１,６４０万円。算出としては、保険料軽減分１,３３０万円と保険者支援

分３１０万円を足したものでございます。

２節のその他一般会計繰入金１,３３５万２,０００円。出産育児一時金、３件分、１２

６万円の３分の２、８４万円であります。事業分で６０８万円、財政対策分で６４３万

２,０００円となります。

９款繰越金については、前年度と同額、５００万円を計上しております。

１０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目の一般被保険者延滞金、２目の退職被保険

者等延滞金、３目の一般被保険者加算金、４目の退職被保険者等加算金は、それぞれ科目

存置となります。

２項の雑入１目の一般被保険者第三者納付金から４目の退職被保険者等返納金までは、

科目存置となります。

５目は雑入５５万５,０００円ですが、健康診査等個人負担金５５万５,０００円で、４

０歳未満の健診３０人分の３,５００円が１０万５,０００円、特定健診分が１,５００円

の３００人で４５万円であります。

以上で議案第２１号の説明を終わりまして、次、議案第２２号の説明に移ります。

議案第２２号、平成２７年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

一時借入金。

第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、５,０００万円と定める。

資料ナンバー第５６をお開きください。

資料ナンバー第５６は、２７年度の国民健康保険関寛斎診療所の収支予算資料でありま

す。

まず、診療収入では、２６年度と比較で、１８６万１,０００円ほどふえております。
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２億１,１５５万８,０００円であります。

それから、使用料及び手数料９８万８,０００円は、２６年度から見ると４万５,０００

円ほどの増と。

道支出金は、備品等の購入がございませんのでゼロ。

それから、繰入金２億９５０万９,０００円。２６年度と比較すると１,２１１万２,０

００円の増となります。

繰越金は、同額の１００万円。

雑入で５４３万７,０００円、８４万４,０００円ほどの増と。

合わせて、合計で４億２,８９６万４,０００円で、２６年度から見ると１,００８万５,

０００円の増となります。

歳出では、総務費２億７,６０４万１,０００円。２６年度と比較すると２,３４３万円

ほどの増。

人件費１億９,６５６万円で、１,０９０万２,０００円の増と。職員１６名分でありま

す。

それから、医業費１億２,５６４万３,０００円で、９３４万７,０００円ほどの減額。

公債費２,６７８万円で、３９９万８,０００円の減額。

合わせて、４億２,８９６万４,０００円で、１,００８万５,０００円の増となります。

参考として、診療収入の推移ですが、２６年度予算につきましては３月補正後の予算額

でありまして、２７年度と比較すると２７５万６,０００円ほど増となっております。

繰入金の推移ですが、２６年度３月補正後の数値から見ると、これも２,５３７万１,０

００円ほどの増となります。

それから、１日平均患者数の推移ですが、入院についてはそんなに変わりませんが、外

来ではおおむね１人増となる見込みであります。

それでは、予算書の１１ページをお開きください。

歳出であります。

１款総務費１項施設管理費１目の一般管理費２億７,４４４万２,０００円の計上であり

ます。前年度から見ると２,３２７万１,０００円ほどふえておりますが、まず職員給に係

る給与費明細書は１９ページから２３ページにありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。２,３２７万１,０００円の増の要因としては、人件費で１,０９０万２,０

００円、それから人材紹介所分、ナースパワーの分ですが８２６万６,０００円の増、そ

れから夜間休日の警備業務が２９５万円ほどふえております。それが主な要因となりま

す。給料、職員手当、共済費、共済費４８１万３,０００円は事務費負担金までで職員の

分であります。その他共済費、社会保険料等３５２万１,０００円、これは臨時看護師等

に係る部分でございます。

賃金３,１５１万７,０００円、７４５万３,０００円ほどふえております。臨時医師賃

金１,３１５万円、これは５５万円ほどふえておりますが、臨時医師の都合による宿泊の
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増に伴います。

なお、これについては、２６年度においても１２月補正でお願いをして１,３２５万円

ほどの補正後の額となっています。

それから、臨時看護師賃金９５９万７,０００円ですが、このうち５２０万円ほどは人

材紹介所からの看護師の賃金となります。

それから、放射線技師賃金５５万５,０００円は、現在の放射線技師が３月３１日で退

職しますので、４月１日から新たに職員を採用しますが、その仕事がスムーズに行くよう

に４月、５月、２カ月について引き継ぎですとか、機械操作などのために残っていただく

部分の賃金であります。

それから、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費は例年どおりですが、役務費の中で

下から２番目の、労働者紹介手数料８５万６,０００円が、今回増となっております。

委託料２,８１７万３,０００円、２６５万７,０００円の増ですが、これは３行目の夜

間休日警備を２６年度までは個人の方にお願いしたわけですけれども、人手不足もござい

まして、２７年度からは事業者に委託をしたいと考えております。それが６２４万７,０

００円であります。

１４節は、例年どおりの計上となります。

１８節備品購入費２２万円は、電子カルテのプリンター２台の更新となります。

１９節、２７節公課費は、例年どおりの計上となります。

２項の研究研修費１目の研究研修費１５９万９,０００円。旅費、需用費、負担金補助

及び交付金は、例年どおりの計上となります。

２款医業費１項医業費１目の医療用機械器具費２０万円、これは修繕料です。

２目の医療用消耗器材費１,０１６万４,０００円。需用費、役務費、委託料は、例年ど

おりの計上ですが、委託料、在宅酸素管理１９９万６,０００円ですが、入院、外来合わ

せて患者さん８名分であります。前年度から見ると、４人増となっています。

それから、３目医薬品費１億８７０万３,０００円。医薬材料費ですが、診療収入の４

９.５％、１億４７２万１,０００円が医薬材料費となります。それと、予防接種ワクチン

３９８万２,０００円、これを合わせたものが１億８７０万３,０００円となります。

４目の検査費３６９万９,０００円。報償費、委託料。それから５目の寝具費、使用料

及び借上料は、例年どおりの計上。

２款の医業費２項給食費１目の給食費２５８万３,０００円。需用費２５６万１,０００

円、備品購入費２万２,０００円、これも例年どおりの計上ですが、備品２万２,０００円

は、ミキサー１台であります。

３款公債費１項公債費１目元金２,６２０万４,０００円。これは元金でございます。

２目の利子５７万６,０００円。この中には一時借入金利子７万６,０００円を含んでお

ります。

なお、地方債見込み額調書は２４ページにありますので、後ほどごらんをいただきたい
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と思います。

４款予備費は５０万円で、前年度同額であります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページをお開きください。

歳入、７ページであります。

１款診療収入１項入院収入、１目国民健康保険診療報酬収入２１０万円。

２目の社会保険診療報酬収入３０万円。

３目の後期高齢者診療報酬収入１,８００万円。

４目一部負担金収入２１０万円。

５目標準負担額収入５０万円。

６目その他の診療報酬収入１０万円。

合わせて２,３１０万円で、１２０万円の増となります。

２項の外来収入、１目国保診療報酬収入が３,４７０万円。

２目社会保険診療報酬収入１,８２０万円。

３目後期高齢者診療報酬収入８,７３０万円。

４目介護報酬収入６０万円。

５目一部負担金収入が２,７４５万円となります。

それから、６目その他の診療報酬収入２４０万円で、合わせて１億７,０６５万円で、

前年度比１５万円増となります。

それから、３項その他診療収入１目諸検査等収入１,７８０万８,０００円で、前年度比

５１万１,０００円の増となります。内訳としては、事業所健診収入が１,０００万円、血

液検査等収入が８,０００円、予防接種等収入が７８０万円で、前年度から見ると１１９

万１,０００円ほど増となっています。

２款の使用料及び手数料１項使用料１目の診療所使用料４万３,０００円。これは、自

販機設置に係る使用料であります。

２項手数料１目文書料６６万円。これは、説明欄記載のとおりであります。

それから、２目の請求事務取扱手数料２８万５,０００円。これも前年度から見ると８,

０００円ほど増と。

それから、３款財産収入１項財産運用収入１目の財産貸付収入４７万２,０００円。同

額ですが、住宅３戸分の貸付収入。

４款繰入金１項の他会計繰入金１目の一般会計繰入金２億１２９万１,０００円。１,１

６９万８,０００円の増となります。財政対策分で１億７,４５８万７,０００円、起債償

還分で２,６７０万４,０００円。

それから、２目の国保事業勘定特別会計の繰入金、へき地診療所運営分で８２１万８,

０００円。

５款繰越金については、前年度同額１００万円を計上しております。

６款諸収入１項雑入１目雑入５４３万７,０００円は、私用電話料、雑入、それから社
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会保険料個人負担分、患者外給食、医療器具使用料などでございます。

それから、７款道支出金１項道補助金、総務費補助金は、廃目となります。

以上で議案第２２号を終わりまして、議案第２３号の説明に移ります。

議案第２３号、平成２７年度陸別町の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、５,０００万円と定める。

それでは、事項別明細書、歳出の１０ページをお開きください。

１０ページ、歳出であります。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１,３８５万円で、前年度比１４３万７,００

０円の増となります。

１節の報酬、給料、職員手当、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、これらについ

ては例年どおりの計上となります。

なお、給与費明細書は、１５ページから１９ページにありますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。

１８節備品購入費で７３万９,０００円。管理用備品ですが、これはハンディターミナ

ルの無線機搭載型の１基であります。これは、平成１５年度に購入しまして、故障がひど

くて、更新をということで予算を計上しております。

それから、１９節負担金補助及び交付金は、例年どおりの計上。

２７節公課費１３２万４,０００円。消費税ですが、平成２６年度分が７６万１,０００

円、２７年度の中間納付分が５６万３,０００円の内訳となります。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費２,１４８万７,０００円。旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料及び賃借料までは、例年どおりの計上であります。

備品購入費４５６万８,０００円は、メーター器の更新となります。

２目の施設新設改良費５,９９４万２,０００円ですが、これは、町道東１条通りほか配

水管布設がえ工事３１７メートル、１,９３８万２,０００円。それから、陸別浄水場機器

更新工事４,０５６万円が内容であります。

まず、旅費３万４,０００円、それから需用費１６万１,０００円、委託料のうち調査設

計２５０万２,０００円、それから１４節の使用料、複写機使用料１８万９,０００円、工
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事請負費の機器更新３,７６７万４,０００円が浄水場の機器更新事業の経費であります。

それから、先ほど言った町道東１条通りほか配水管布設がえ工事１,９３８万２,０００円

は、工事請負費となります。

なお、工事請負費の配水管布設がえ工事は、箇所図、資料ナンバー５７にございます。

それから、機器更新のフロー図、箇所図は、資料ナンバー５８、５９にございますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。

３款公債費１項公債費１目元金７,４３６万６,０００円。

２目利子２,９７２万１,０００円。この中には一時借入金利子２万８,０００円を含ん

でいます。

地方債の現在高見込み調書は２１ページにありますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。

４款予備費については、２００万円の計上です。

以上で歳出を終わりまして、歳入、７ページをお開きください。

２、歳入であります。

１款使用料及び手数料１項使用料１目水道使用料５,１９０万円、前年度より１０万円

の増です。

同じく２項手数料、水道手数料７万円。１節設計手数料６万円、新設工事審査手数料は

４万円、５件分。その他工事審査手数料２万円、５件分。２節指定手数料１万円は、１件

分です。

それから、２款国庫支出金１項国庫補助金、簡易水道事業補助金１,２００万５,０００

円は、機器の更新事業の３分の１分。

３款財産収入１項財産売払収入１目の物品売払収入は、科目存置となります。

４款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金８,８４６万５,０００円の計上で

す。前年度と比較すると２２０万７,０００円の減額となります。内訳は、建設改良分で

５,３６８万１,０００円、高料金対策分で２,２３７万４,０００円、財政対策分で１,２

４１万円となっております。

５款繰越金１項繰越金１目繰越金５０万円は、前年度同額。

６款諸収入１項雑入１目雑入８２万５,０００円。これは、下水道料金の事務負担金

で、下水道会計から入ってくるお金５３万９,０００円。それから消火栓整備等補償費２

８万６,０００円は、消防署から入ってくるお金であります。

７款町債１項町債１目簡易水道事業債４,７６０万円。配水管整備事業１,９２０万円で

すが、これは過疎債が９６０万円、簡易水道事業債が９６０万円となります。それから、

機器更新事業２,８４０万円は、過疎債が１,４２０万円、簡易水道事業債が１,４２０万

円、同額であります。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

第２表地方債であります。
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起債の目的、限度額。

過疎対策事業２,３８０万円、配水管整備で９６０万円、機器更新で１,４２０万円。

簡易水道事業２,３８０万円、配水管整備で９６０万円、機器更新で１,４２０万円であ

ります。

合わせて４,７６０万円。

起債の方法は、普通貸借または証券発行で、利率、償還の方法は、ここに記載のとおり

であります。

なお、簡易水道事業債は、基準としては３０年の据え置きで、特交措置があります。

以上で議案第２３号の説明を終わりまして、議案第２４号に移ります。

議案第２４号、平成２７年度陸別町の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、５,０００万円とする。

それでは、事項別明細書、歳出の９ページをお開きください。

３、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１,１２４万１,０００円の予算計上でありま

す。給料、職員手当、共済費は、職員の人件費であります。

それから、旅費、需用費、役務費、委託料、負担金補助及び交付金、公課費は例年どお

りの計上でありますが、負担金のうち一番下、下水道料金事務負担金５４万円、これは簡

水会計への負担金となります。

それから、公課費、消費税５２万７,０００円。これは２６年度分の消費税となりま

す。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費４,２７１万円。需用費、役務費は例年どお

りの予算計上。

委託料３,６２１万６,０００円の予算でありますが、まず、施設設備改修８０万２,０

００円は、公共汚水升のマンホールの修繕。それからその下、施設設備保守管理３４万

３,０００円は、浄化センターの電気保安２０万５,０００円、消防設備が１３万８,００

０円であります。

あとは、例年どおりの予算計上となります。
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１８節備品購入費３６万円。これは、水道メーター器が６万円と、浄化センターの水質

分析用機器更新３０万円であります。

３款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費１億４３９万７,０００円。これは、浄

化センター長寿命化計画の機器更新事業に係るものであります。２６年度で実施設計を計

上しております。この機器更新事業は、２７年度から３０年度までの計画であります。

旅費１４万９,０００円、需用費１万６,０００円、委託料５００万円は実施設計。２８

年度実施に係る部分であります。

それから、１５節工事請負費９,９２３万２,０００円。汚水升設置等附帯工事１２３万

２,０００円は２カ所分、機器更新が９,８００万円であります。機器更新については、監

視装置ほかとなります。

４款公債費１項公債費１目の元金３,４０５万１,０００円。

それから、２目利子１,０５７万円。この中には、一時借入金の利子２万８,０００円も

含んでおります。

なお、地方債の現在高見込み額調書は２０ページにありますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。

５款予備費は、前年度同額の１００万円。

以上で歳出を終わり、歳入、７ページをお開きください。

２、歳入であります。

１款分担金及び負担金１項分担金１目の下水道事業分担金８５万円。受益者分担金、３

４戸分でございます。

２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料２,４２０万円。これは、下水道使

用料であります。

２款使用料及び手数料の２項手数料、下水道手数料６万２,０００円。業者指定手数料

１件、１万円。新設工事審査手数料、５件分、４万円。その他工事審査手数料３件分、１

万１,０００円です。

３款国庫支出金１項国庫補助金１目の下水道事業補助金５,６４０万円。これは、特定

環境保全公共下水道事業補助金でありまして、浄化センターの機器更新事業への充当とな

ります。

４款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金７,５３５万７,０００円であります

が、まず、建設改良分１１万３,０００円、それから財政対策分４,７１３万８,０００

円、今回、分流式下水道に要する経費ということで２,８１０万６,０００円を計上してお

ります。２６年度までは、この分流式下水道に要する経費というのは財政対策分の中に含

んでおりました。２７年度からは、この財政対策分から外して別に計上することとしまし

た。つまり、どういうことかといいますと、下水道会計の収支を明確化することによっ

て、分流式下水道に要する経費というのはある面では財源措置がされるというものであり

ます。
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理由は３点ございまして、まず１点目は、２年度前の決算額から算出するということに

なります。つまり、平成２５年度の決算額からこの分流式下水道に要する経費の算出をす

るということになります。それから２点目は、地方債の元利償還金額から過疎債償還額の

繰入金の７０％及び分担金を控除した金額を対象経費とします。３点目としては、対象経

費から高資本対策に要する経費６０％分ですが、それを算出した金額を控除した不足額が

分流式下水道に要する経費２,８１０万６,０００円となります。

５款繰越金１項繰越金１目繰越金５０万円は、前年と同額であります。

６款町債１項町債１目の下水道事業債４,６６０万円。特定環境保全公共下水道事業、

過疎債が２,３３０万円、下水道事業債が２,３３０万円であります。

以上で歳入を終わり、４ページをお開きください。

第２表地方債であります。

起債の目的、限度額。

過疎対策事業、特定環境保全公共下水道事業２,３３０万円。

下水道事業、特定環境保全公共下水道事業２,３３０万円。これは充当率９０％で、３

０年、５年据え置き、５０％の算入となります。

起債の方法は、普通貸借または証券発行。

利率、償還の方法は、ここに記載のとおりであります。

以上で議案第２４号の説明を終わりまして、次に、議案第２５号の説明に移ります。

議案第２５号、平成２７年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計予算は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出予算の流用。

第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

それでは、事項別明細書、歳出、１１ページをお開きください。

３、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１７万１,０００円。旅費、需用費、役務費

は、例年どおりの計上となります。

２項賦課徴収費１目賦課徴収費。需用費、役務費も、例年どおりの計上であります。

３項の介護認定審査会費１目の介護認定審査会費。役務費９４万円、この中の説明欄で

主治医意見書９０万８,０００円。これは、在宅１７５名、施設入所者２５名分の意見書

料。それから、指定医診断料１万４,０００円は、５名分を計上しております。
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それから、負担金補助及び交付金２０６万８,０００円は、池北３町の審査会に係る負

担金。

２目の認定調査費８５万円は、委託料８４万８,０００円。在宅１９０名、施設利用者

１０名分であります。

使用料及び賃借料は、駐車場使用料となります。

２款保険給付費１項の介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費１億４,７３

４万８,０００円の計上。前年度より３,０３４万８,０００円の増であります。

２目の居宅介護サービス計画給付費６２３万９,０００円。４０件分であります。

３目の施設介護サービス給付費１億２１７万６,０００円で、７１７万６,０００円の

増。しらかば苑が３１人、老人保健施設が３人、合わせて３４名分の計上となります。

それから、４目居宅介護福祉用具購入費４５万円。これは、５人分であります。

５目の居宅介護住宅改修費７２万円は、４人分であります。

それから、２項の介護予防サービス等諸費１目の介護予防サービス給付費８１２万４,

０００円の計上です。

２目の介護予防サービス計画給付費８４万１,０００円は、１７名分であります。

３目の介護予防福祉用具購入費３６万円は、４人分であります。

４目の介護予防住宅改修費５４万円は、３人分であります。

それから、３項その他の諸費、審査支払手数料２３万円の計上です。

４項の高額介護サービス等費１目の高額介護サービス費４６０万円は、４６人分であり

ます。

２目高額介護予防サービス費５万円の計上。

５項高額医療合算介護サービス等費１目の高額医療合算介護サービス費１００万３,０

００円の計上。

２目の高額医療合算介護予防サービス費、これは科目存置となります。

それから、６項の特定入所者介護サービス等費１目の特定入所者介護サービス費９８０

万円は、３２人分であります。

２目の特例特定入所者介護サービス費、それから一つ飛んで、４目の特例特定入所者介

護予防サービス費、これは科目存置となります。

３目の特定入所者介護予防サービス費５万円、これは１人分であります。

３款地域支援事業費１項の介護予防事業費１目の一次予防事業費３２万１,０００円。

１１節需用費２３万７,０００円。これは、パンフレットの購入で、消耗品３万９,００

０円。印刷製本費１９万８,０００円は、介護保険料のお知らせと広報周知用の増刷版で

す。

１３節委託料の８万４,０００円は、介護予防事業、ふまねっと運動で、社協への委託

となります。

２目の二次予防事業費２８万７,０００円は、需用費、使用料及び賃借料は、例年どお
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りの計上。

２項の包括的支援事業費１目の介護予防ケアマネジメント事業費１２６万９,０００

円。旅費、需用費は、例年どおりの計上。委託料で９２万円は介護予防サービス計画作成

料でありまして、２１４件分であります。

負担金補助及び交付金は、会議負担金。これは、旅費との連動になります。

２目の任意事業費８８万６,０００円。役務費で１６万２,０００円、通信運搬費５万

３,０００円で、これは見守りネットワークの携帯電話１台を追加する契約となります。

それから手数料、成年後見制度利用支援申立費１０万９,０００円。これは、低所得者の

高齢者に係る後見制度の申し立てに要する経費であります。

１３節委託料７２万４,０００円。任意事業ですが、まずＮＰＯに介護教室開催で１０

万円の委託、社協関係では介護用品給付事業で２６万３,０００円、住宅改修理由書作成

で１万３,０００円、給食サービスで３４万８,０００円の委託費となります。

４款基金積立金１項基金積立金１目の介護給付費準備基金積立金２万２,０００円。こ

れは、利子分であります。

５款の諸支出金１項償還金及び還付加算金１目の第１号被保険者保険料還付金１５万

円。これは、保険料還付金です。

それから、介護給付費負担金等返還金、これは科目存置。

６款予備費は、１００万円で同額であります。

次、歳入に移ります。

歳入、７ページになります。

資料ナンバー６０に給付費財源充当一覧の資料をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。

１款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者保険料５,１２１万１,０００円。

１,８１６万５,０００円の増となります。被保険者数は９６７名で計算をしております。

前年度が９６４人ですので、３名増となります。現年度分で５,１０６万１,０００円、２

７年度から介護保険料を改正することによっての増となります。３,３００円から４,９０

０円に改正となります。普通徴収分で３８８万１,０００円、特別徴収で４,７１８万円。

滞納繰越分については１５万円となります。

それから、２款国庫支出金１項国庫負担金１目の介護給付費負担金５,１３９万８,００

０円。これは現年度分ですが、国庫負担分は２０％、施設利用については１５％分となり

ます。

それから、２項の国庫補助金１目調整交付金２,１７５万７,０００円は、７.７％分に

なります。

２目の地域支援事業交付金６３万２,０００円。介護予防事業２５％分で、１５万１,０

００円、包括的支援事業・任意事業で３９％分、４８万１,０００円となります。

３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金４,０４２万６,０００円は、１２.５
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％分、施設利用は１７.５％分となります。

それから、２項の道補助金１目の地域支援事業交付金３１万５,０００円。介護予防分

が１２.５％の７万５,０００円、包括的支援事業・任意事業が１９.５％の２４万円で

す。

４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目の介護給付費交付金８,１９３万６,０００

円ですが、これは２９％分の交付となります。これは、第２号被保険者保険料に相当する

部分となります。

それから、２目の地域支援事業支援交付金１６万９,０００円。これは２８％分となり

ます。

５款財産収入１項財産運用収入１目の利子及び配当金。これは、基金利子２万２,００

０円です。

６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４,０８９万５,０００円。まず、１節

介護給付費繰入金３,５３１万７,０００円、１２.５％分です。それから２節事務費繰入

金５２５万４,０００円、３節地域支援事業繰入金３２万４,０００円、介護予防分が１

２.５％の８万円、包括的支援事業・任意事業１９.５％分、２４万４,０００円でありま

す。

６款繰入金２項基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金１０４万２,０００円。内訳と

しては、利子分で１０４万２,０００円となります。今回、取り崩すことによって、２７

年度の見込みとしては、５０８万４,０００円程度の基金の残高となる見込みでありま

す。

７款繰越金１目の繰越金は、科目存置。

それから、８款諸収入１項延滞金及び過料１目の第１号被保険者延滞金、それから２目

の第１号被保険者過料、これは科目存置。

２項の預金利子１目の預金利子、これも科目存置となります。

それから、３項雑入の１目の滞納処分費２目の第三者納付金３目の返納金は、科目存

置。

４目の雑入で９２万円。これは介護扶助審査判定業務でありまして、これは、介護支援

専門員のケアプラン作成２１４件分、国保連から入ります。

以上で議案第２５号の説明を終わり、次、議案第２６号の説明に移ります。

議案第２６号、平成２７年度陸別町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算。

第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

それでは、資料番号６１をお開きください。

資料番号６１は、２７年度の陸別町後期高齢者医療特別会計のフロー図であります。



― 59 ―

まず、一般会計のほうになりますが、歳入で、保健基盤安定負担金（道負担分）１,４

７５万１,０００円の４分の３分、１,１０６万２,０００円が歳入で入ってきます。

歳出では、保険基盤安定繰出金として１,４７５万１,０００円を繰り出しするわけです

が、内訳としては、道費の４分の３分１,１０６万２,０００円、町費分４分の１、３６８

万９,０００円、合わせて１,４７５万１,０００円。

それから事務費繰出金は、１６０万５,０００円。これは広域連合事務費負担分であり

ます。

それから、もう一つ事務費操出金で、予防接種分、一般事務費分、予備費分で、１６７

万３,０００円。全体経費２２５万９,０００円から収入５８万６,０００円を引いた１６

７万３,０００円。この三つを合わせた合計が１,８０２万９,０００円です。これが一般

会計から後期高齢者医療特別会計に操出金として出します。

そして、後期高齢者医療特別会計では、この歳入として受けた保健基盤安定繰入金、事

務費繰入金、同じく事務費繰入金、それと保険料２,３０２万５,０００円、それを今度は

広域連合への納付金として出ます。ただ、事務費繰入金の１６７万３,０００円は、歳出

のほうになります。

歳出のほうでは、保険料還付金が１０万円、それから還付加算金１万円、一般事務費で

１９５万９,０００円、予備費が３０万円。

予算としては、歳入歳出それぞれ４,１７５万円となります。

それでは、予算書の歳出、９ページをお開きください。

９ページ、歳出です。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９５万９,０００円。旅費、需用費、役務

費、委託料、負担金補助及び交付金は、例年どおりの計上ですが、委託料１４３万６,０

００円の内訳としては、健康診断３０万３,０００円、これは５０人分を見ております。

それから各種予防接種１１２万円は、インフルエンザ４００人分を見ております。

それから、１９節負担金補助及び交付金６万５,０００円は、これは償還払いでして、

インフルエンザ２０人分の６万５,０００円であります。

それから、２款後期高齢者医療広域連合納付金１項の後期高齢者医療広域連合納付金１

目の後期高齢者医療広域連合納付金３,９３８万１,０００円。これは、１９節負担金補助

及び交付金で、事務費負担金１６０万５,０００円、保険料負担金３,７７７万６,０００

円。これは、広域連合のほうに負担金となります。

それから、３款諸支出金１項の償還金及び還付加算金１目の保険料還付金１０万円、２

３節の償還金利子及び割引料。

それから、２目の還付加算金１万円、２３節の償還金利子及び割引料１万円です。これ

は、還付加算金についても歳入同額が入ってきます。

４款予備費３０万円で、前年度同様の計上であります。

歳出を終わりまして、歳入、７ページをお開きください。
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２、歳入。

１款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料。後期高齢者医療保険について

は、被保数５７６人で算出をしております。前年度は５７４人でしたから、２人増となっ

ております。

１目の特別徴収保険料５３％分、１,２２０万３,０００円。それから２目の普通徴収保

険料４７％分、１,０８２万２,０００円、合わせて２,３０２万５,０００円となります。

２款使用料及び手数料１項手数料１目の証明手数料、これは科目存置となります。

３款繰入金１項他会計繰入金１目の事務費繰入金３２７万８,０００円。

それから、保険基盤安定繰入金１,４７５万１,０００円。

合わせて、１,８０２万９,０００円の計上です。

４款繰越金１項繰越金１目の繰越金は、科目存置となります。

それから、５款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金、これも科目存置となります。

５款諸収入２項償還金及び還付加算金１目還付加算金１万円。

それから、２目の保険料還付金１０万円であります。

３項雑入１目雑入３３万３,０００円。これは雑入でありまして、健診負担金５０人掛

ける５００円の２万５,０００円。それから、広域連合からの健診助成金３０万８,３００

円であります。

６款広域連合支出金１項の広域連合交付金１目の広域連合交付金１節の広域連合交付

金、すこやか推進事業補助金２５万円ですが、これは限度額でありまして、インフルエン

ザ予防接種への助成となっております。

以上で、議案第２０号から議案第２６号までの説明を終わります。

以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 説明員におかれては、お疲れさまでした。

────────────────────────────────────

◎延会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本日の会議は、ただいまの説明にとどめ、これで延会とし、また、あす１３日は休会と

したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

───────────────────────────────────

◎延会宣告

────────────────────────────────────
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○議長（宮川 寛君） したがって、本日はこれで延会し、明日は休会とすることに決定

しました。

本日は、これで延会いたします。

延会 午後 ３時２７分


